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三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計盟

平成 30年度実施状況報告（案）

木県では、「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例J（以下「条

例Jという。）の基本理念に位置づけられた4つの慕本的施策の推進に向けて、

平成 28年3月に策定した「三重県食を担う農業及ひ、農村の活性化iこ関する基

本計画J（以下、「基本計酪」という）及び「同行動計画J（以下、 f行動計画」

という。）に基づき、農業及び農村の活性化に取り組んでいます。

口「条例」の基本理念に位置づけられた4つの基本的施策口

I 安全・安心な農産物の安定的な供給

II 農業の持続的な発展を支える農業構造の確立

Ill 地域の特伎を生かした農村の振興と多面的機能の維持・発揮

w 農業・農村を起点とした新たな価値の創出

基本計闘に基づく当該年度の施策の実施状況については、条例第9条第5

項の規定に基づき、毎年…回、とりまとめて公表することとしています。



基本計画の基本施策と施策展開内容に基づく行動計画の体系

基本施策 基本事業 頁

(1)需要に応じた水田農業の推進 4 

安全・安心な農産 (2）消費者ニーズに応える園芸等産地形成の促進 9 

物の安定的な供給

(p.3) 
(3）畜産業の健全な発展 14 

(4）農産物の生産流通における安全安心の確保 20 

(1)地域の特性を生かした農業の活性化 26 

(2）農地中間管理事業を核とした営農体制の構築 30 
II 農業の持続的な発

展を支える農業構 (3）多様な農業経営体の確保育成 33 

造の確立（p.25)
(4）農業生産基盤の整備・保全 39 

(5）農畜産技術の研究開発と移転 43 

(1)地域の特性を生かした農村の活性化 49 

国 地域 の 特 性 を 生 か (2）多面的機能の維持・発揮 54 

した農村の振興と
(3）災害に強い安全安心な農村づ、くり 57 

多面的機能の維

持・発揮｛p.48) (4）中山間地域農業の振興 60 

(5）獣害につよい農村づくり 63 

(1)食のバリューチェーン構築による新たなビジネス
68 

N 農業・農村を起点 の創出

とした新たな価値 (2）県産農産物の魅力発信 72 

の創出（p目67)
(3）イノベーションを担う人づくザ 77 

nt 







G .. ~o年度の取組〉
1 水田の活用を図る総合的な対策

① 平成30年産から行政による主食用米の生産数量目標の配分が療止されたことをふ

まえ、米需給の安定に向けて、農業再生協議会を通じて生産者への情報提供等！こ努め

た結果、平成30年産米は「生産量量の目安jに沿った安定的な生産を進めることができ

ました。

② 平成25年度に策定した新しい「三重の米（水田農業）戦略Jに基づき、 29市町で策

定された「水回フル活用ビジョン」の実現！こ向け、新たなマーケット等に対応した麦ー

大豆・飼料用米等の生産拡大を各地域農業再生協議会と連携して進めました。

③ 経営所得安定対策の積極的な活用に向け、ブロック別推進会議、担当者会議などを

開催し、制度の周知を行いましたロ戦略作物の交付対象菌積は、麦6,511ha （対前年

104ha滅）、大豆4,299ha （対前年20ha減）と前年をやや下回る実績となりました。

2 稲・麦・大豆種子の安定供給

① 水稲等種子の安定供給に向け、稜子生産農家への優良種子の栽培指導、厳正な稜子

審査等を行うとともに、三重県米麦協会が行う穂子の安定供給に関する取組等への支

援に取り組みました。

② 三重県主要農作物採種事業実施要綱に基づき、米麦協会等関係機関と連携して、稲、

麦、大豆の優良種子の生産と安定供給に取り組むとともに、採種事業検討会を凋催（4

回）して採種事業の検証等を行いました。

3 水田営農の低コスト化・省力化や作物の高品質化

① 水田農業における ICTやAi、ロボット技術の活用等スマ 卜農業の導入に向け、

開発状況や活用状況について独立行政法人や農機メーカー、県内の導入経営体を対象

に情報収集を行いました。

② おいしいお米として評価が高い「伊賀米Jについて、 IC T等を活用して生産省の

栽培履歴や気象等のデー告を収集“分析し、栽培技術の「見える化」に取り組みまし

T二。

③ 本県の中心品種である「コシと力リ」の品質向上に向け、施肥技術の改善など栽培

指導に努めたものの、記録的な高温の影響から、 等米比率は23.4%と全国平均の

78. 9%を下回りました。

④ 登熟期の高j鼠や低日照条件に強い県開発品穣「三重23号Jの一等米比率は89.5%と、

昨年に続き他の品種や全国平均を上回りました。

4 新たなマーケット等に対応したブランド米の生産拡大と県内外への販路拡大

① 「三重23号JI立、公募により選定した生産者・総織77件（対前年2件増）により、

県内 190ha（対前年 17ha増）で生産され、品質基準を満たした 788tが「結びの神j

として販売されました。
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② 首都豊富における禦産米の販路調拓に向け、より高い品質規格で厳選した「プレミア

ムな『結びの神むを試作（20t）し、首都圏等での販路の拡大につなげました。また、

消費地である沖縄県の米穀事業者に結びの神のプ口モーションを行い、量販店での取

り扱いが始まりました。さらに、黒産米の認知度向上を図るため、関係団体と遼携し、

首都圏等のイベントでPR活動を行いました。

③ 米の消費が減少する中、需要が堅調な中食 E 外食向けの業務用途に対応した「みの

りの郷」等を察内の実需者と連携して開発し、県内の外食チェーンでの使用が始まり

ました。「みのりの郷Jをはじめ、業務用途向け品種の作付拡大を関係機関とともに

働きかけた結果、作付面積は約 15Jhaになりました。

④ 三重県産コシヒ力リ等主要銘柄米について、県内外の飲食店へのプ口モ シヨンを

実施するとともに、察内での各種イベン卜等でPR活動を行った結果、県内大手企業

の社員食堂などでの県産銘柄米使用につながりました。

5 新たなマ ケット等に対応した小麦の生産拡大と大豆の栽培技術改善

① 実需者からのニーズが高い麦、大豆について、単収および品質の向上対策として、

チゼルプラウ深耕および大豆の早搭き摘芯技術の技術実証及び普及推進！こ取り組み

ました。また、硬質小麦品種「)1マイズミJの主要病害である「コムギ縞萎縮病」に

対了する抵抗性を付与した「ヲマイズミ RJへの品種転換に向け、原穣稜子の生産を行

いました。

② 平成30年産の小麦の県平均単収は、気象条件に恵まれ305kg/10a（対前年103%〕と

増加した一方、大豆の県平均単収は、相次ぐ台風の影響を受け38kg/1Oa （対前年初%）

と著しく低い水準となりました。

6 飼料用米の作付推進

① 経営所得安定対策を活用し、麦大豆の不適地を中心lこ館料用米の生産を推進しま

したが、作付面積は1,691 ha （対前年211ha減）と減少しました。また、単収の向上を

図るため、生産者に fあきだわら」等の多収性品種の作付け推進を行い、多収性品穫

の割合は65%（対前年8%増）となりました。

② 県内の苦言産農家を対象に銅料用米の需要量調査を実施し、その誠査結果をフィード

バックすることにより、畜産経営体と各地域農業再生協議会とのマッチングを進めま

したが、地域内流通による飼料用米作付面積は700ha （対前年117ha滅）と県内の配

合飼料会社向けなど減少しました。

7 麦・大豆を補完する新たな作自の作付推進

① 水田を活用した加工業務用野菜の作付けを推進するため、生産者やJA、卸売・

仲卸業者、中食・外食事業者などで構成する「三重県加工業務野菜産地振興協議会」

と連携して、生産安定技術の導入等を支援した結果、栽培商積はキャベツ36ha、かぼ

ちゃ14.6 halニ拡大しました。
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② 新たな作目として、県内のゴマ加工販売メーカーと連携して、ゴ、マの生産を推進し、

栽培面積は19.7ha （対前年比123%）と拡大しましたが、格次ぐ台風の影響を受け、生

産量は2.2t （対前年比73%）と前年を下回りました。

① 水田の有効活用と新たなマーケットに対応した生産を推進するため、県が参画する

三重県農業再生協議会において各地域農業再生協議会と連携を強化し、各地区での実

践に取り組みます。

② 各市町段階で策定された「水回フル活用どジョン」に基づき、需要に応じた、米・

麦大豆宮司料用米等の生産を進めます。需要の堅認な麦大豆の生産拡大を図るた

め、単収の向上を図る技術などの普及拡大jこ取り総みます。

③ 三重祭主要農作物採穫事業実施要綱および種苗法等関係法令に基づき、引き続き

穏舗麦 大主主の優良種子の安定供給に取り組むとともに、米麦協会等関係機関と設置

した採種事業検討会で優良種子の生産や流通状況等に係る確認・検証を行います。

④ 築産米の品質を底上げするため、品質向上に効果がある技術の導入国励行を進める

とともに、登熟期の高温等気候変動の影響を受けにくい水稲品種の導入や品種開発に

取り組みます。

⑤ 県産米のシェア拡大を図るため、東京2020大会が開催される首都圏の米穀販売店等

へのプロモーションにおいて、より高い品質規格で厳選した「プレミアムな『結びの

神』 Jや県を代表する銘柄米である「伊賀コシヒカリ」等の活用を進めるとともに、

国内外における多様な二 ズに約確に対応できるよう、業務用途に向く多収性品種の

導入等に取り絶んでいきます。

⑥ 館料用米について、麦、大豆の不適地を中心に作付けを推進します。

⑦ 麦・大豆を補完する新たな作目について、 JA等と連携して、新規栽培者の確保等

を図りながら導入の推進に取り級んでいきます。
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【基本事業 I-2] 消費者ニーズに応える園芸等産地形成の促進

ぺ基本事業の取塑主堅二三
医芸等産地の維持発展に向け、 Tp Pへの円滑な対応を図りつつ、野菜における加工・

業務局需要への対応や、栽培する品目の複合化、果樹の輸出、茶の輸出に向けたJGA Pな

どの認証取得、需要が高く特色ある花き・花木等の品種の導入など、国内外の新たな需要の

取り込みにより、産地改革在進める濁芸等産地の取組を支援します。また、伊勢志摩サミッ

トなどのイベントを契機に、県産鐙芸等品目の魅力発信を支援します。
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加工業務用需要や海外市場への対応、栽培品目の転換によ

る新産地の育成など、新たな視点を取り入れた産地主主関に取り

組む閤芸等産地数（累計）

一関投機糊斗［
平成27年度

｜平成28年度｜平成29年度i平成30年度
（計画策定時）

令和元年度

（行動計画

令和7年度

（基本計額

；立同：ヰ｜；：記 f ~~~i！＋ ~~i~1 竺産地J竺些コ
達成率 100% 100% 100% 

/3Q..年度評価." 

新たな指定野菜産地としての春キャベツの生産拡大やイチゴ、洋花産地の新規就農者の受

け入れ態勢整備による規模拡大、蓮台寺柿の伝統技術の見える化による栽培のレベルアップ、

伊勢茶産地としての輸出拡大を進める体制の整備など、新たな取組に挑戦する産地の育成を

進め、目標を達成しました。

引き続き、野菜産地の育成や、果樹および伊勢茶の輸出の拡大、高品質省力化技術の導

入等による産地の収益力向上に取り組むとともに、東京 2020オリンピック・パラリンピッ

クとその先を見据えて、首都圏等でのプロモーシヨンやGA Pなどの認証取得促進などに取

り組みます。
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① 春キャベツが平成30年度に野菜指定産地に指定されたことに伴い、四日市市、菰野

町、いなベ市において、作付面積拡大と単収向上を図るため、共同での研修会開催や

連作障害対策として作付け前の土壌病害診断に取り組みました。

② J A多気郡いちご部会では、担い手確保による産地の生産量拡大を図るため、部会

員がサポートリーダーとなり、新規就農者3名を対象に闘場での実践的な研修や産学

による勉強会を行うなど、支援体制の充実を図りました。

③ 「みえ次世代施設箇芸コンソーシアムJにおいて、先進的な農業法人の施設におい

て栽培技術および雇用管理技術の実証を行うとともに、県内トマト生産農家現地研修

会（3回）を実施するとともに、 5名の研修生を受け入れ、次世代施設園芸に対応し

た技術の普及に取り組みました。

園
① J A伊勢蓮台寺柿部会では、蓮台寺柿を地域の特産品として振興していくために、

篤農家の高品質栽境技術にもとづくマニュアルの作成や立体模型図を用いた選果基

準の統ーなど、技術の「見える化」に取り組むとともに、県外での試験叛売を通じ

た市場性諒査を行うなど、需要拡大に向けた取組を進めました。

② タイ向け柑橋輸出について、検疫条件の緩和に向けた二国間協議の強化を臨等に

働きかけるとともに、生産・流通・販売事業者が一堂に会し「南紀みかん産地拡大

宣言」を行うなど、産地全体での輸出拡大に向けた取組を進めたことによ仏ヲイ

向けの柑橘輸出量は過去最大の43tlこなりました。

圏
産地としてまとまった量の伊勢茶を輸出していくため、「伊勢茶翰出プロジェクト

輸出拡大宣言」を行った生産・流通，販売事業者が 体となって伊勢茶輪出プロジ

工クトを立ち上げ、輸出向けの留品構成を選定するとともに、海外でのプロモーシ

ヨン活動を行うなど、輸出に対応した生産拡大と産地の輸出体制構築に取り組みま

した。

匡王宝~
J A伊勢j羊花部会では品質の向上、叛売戦略の構築、情報発信によるファンづく

り、 GA Pの取組を進めるとともに、栽培方法の見直しを行い、炭酸ガス施用技術

導入により単収が向上（前年比 20%増）しました。

2 野菜産地の維持・発展

① 水聞を活用した加工・業務用野菜の作付けを推進するため、生産者やJA、卸売・

仲卸業者、中食・外食事業者などで構成する「三重県加工業務野菜産地振興協議会」

と連携して、生産安定技術の導入等を支援した結果、栽培面積はキャベツ 36ha、か

ぼちゃ 14.6haに拡大しました。 （再掲）
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② 野菜産地の充実に向け、キャベツやネギ等の産地強化計画を策定している37産地

を対象に計画の更新に向けた支援を行いました。

③ 野菜生産出荷安定法に基づき、野菜の安定供給を図るため、指定産地9産地およ

び特定産地18産地を対象l二、新しい紡除技術や新品穫の導入などの専門的な指導を

行いました。価格低落時に価格差を補填する億格安定対策事業では、指定野菜価格

安定対策事業に6,339トン、特定野菜等供給産地育成価格差檎給事業に3,219トンの

申諮がありました。

④ 東京2020オリンピック・パラリンピック等での供給に向け、新たに開発した冷凍

加工なIiな商品を使ったフェアを都内のレストラン等で開催し、実需者から、使い

やすさや味、色合いに高い評価が得られました。

3 果樹産地の強化

① 柑橘類の高収益栽培体系への転換を図るため、マルチ栽培と点滴濯水を組み合わせ

た「マルチ“ドリップ栽培方式Jの導入を推進し、栽培面積は59.2ha （対前年5.7ha 

増）！こ拡大しました。

② 新品種による新たなブランドづくりをめざし、燥が青成した柑橘新品穫の導入を進

め、糖度が高い極王手生温州「みえ紀南1号Jの導入商穫は59.4ha （対前年2.9ha増〉

に拡大しました。

③ 柿の輸出拡大のため、香港でプロモーションを行うとともに、産地の集荷施設で個

別包装した柿の保存性および輸送性試験を実施したところ、産地から輸送された後に

包装した場合と比較して、現地での輸送後の状態および店頭での棚持ちも良い結果と

なり、店舗の評価も高く、輸出実績は香港およびIJ.イを合わせて20.6 t （対前年比8.2 

t増）に拡大しました。

④ 三重南紀みかんの首都濁等における知名度向上と販路拡大を図るため、極早生温州

みかん「みえの一番星」について、首都圏のフル ツ専門店へのトップセ ルスを実

施した結果、期間限定のスイーツメニューの食材として採用されました。

4 伊勢茶のブランド化

① 老朽化した茶園の改植を進めるため、茶業団体等による「伊勢茶リフレッシュ運

動」の取組をサポー卜するとともに、国補劫事業の活照支援や産地での技術指導を

実施し、平成初年度の改植実績は16.7ha （累計230ha）となりました。

② 輸出を見据えた売れる茶づくりに向け、 「伊勢茶トレーサピリティシステム」の

普及拡大等に取り組み、 JGA P認証取得件数は25件（ 5件増）となりました。ま

た、米国の残留農薬基準に対応した病害虫肪除指針の更新や、生産者の茶薗で実証

展示、研修会の実施により、輸出向け技術の普及を関りました。

③ 伊勢茶の特産茶種であるかぶせ茶を使用した高級ボトリングティー「伊勢冠（い

せかぶせ）」について、首都圏や関西圏の高級ホテル・飲食店等へプロモーション

を行った結果、大阪市のホテルで「伊勢冠」を使ったディナーイベントが隣催され

ました。
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④ 伊勢茶の知名度向上や消費拡大につながるよう、第71回隣西茶業振興大会三重県

大会や、その関連の消費者向けイベントである茶・チヤ田 CH A市などの機会を通

じて伊勢茶をPRし、県内外で伊勢茶の認知度向上を図りました。

5 花き 花木の消費拡大に向けた取組

① 花や緑に触れる豊かな暮らしを提案するとともに、三重県産花き花木の消費拡大

を図るため、県内で生産や流通に関わる事業者が一堂に会し、三君主県産花き花木を

使用した各種展示、園芸講座、花や緑の体験教室等を実施する fみえ花フエス担2018」

(12月）を開催しました。

② 花関連閏体の指導のもと、県内の小中学校等（15校）において559名の子どもたち

に対し、寄せ植えづくり等の花育体験を実施しました。

③ 小中学校における花青を推進するため、学校花壕コンクール参加校の教員を対象

とした講習会の開催などにより、学校花撞作りの技術指導を実施しました。

④ 東京2020オリンピック パラリンピックに向けた施設整備や再開発等にともなう

首都闘で増加する花木の需要に対応し、展示会において祭主主花木を使った壁面緑化

資材を展示するとともに、 PR冊子 f三重県の花木Jを配布するなど、県産花木の

プ口モーシヨンを行いました。

〈ヘ今後の鞠方向…コ
① 加工官業務用野菜の生産拡大を図るため、品種の選定や土づくりなど作柄安定技術

の導入を推進するとともに、産地交付金等の支援制度を活用しながら水田地帯での新

たな野菜産地の育成iこ取り組みます。

② 東京202~オリンピック・パラリンピックを契機として産地競争力を高めるため、産

地におけるGA P取得や生産拡大を推進するとともに、野菜の価格安定対策事業等を

実施や、 fみえ次世代施設園芸コンソーシアム」が中心となった大規模な施設園芸に

おける経営管理i二必要な技術の実証や人材の育成等に取り組みます。

③ 閣内需要に応じた果樹の高品質化・ブランド化を図るため、マルチ栽培や改植など

を促進しますロまた輸出拡大に向け、各匿の輸出検疫条件や海外ニーズに対応できる

生産体制の整備や、アジア経済圏での叛路調拓に向けたプロモーション等を進めます。

④ 伊勢茶の需要拡大を図るため、関西茶業品評会三重県大会等の成果を生かして県内

外で消費拡大に向けた取組を行うとともに、「伊勢茶輸出プロジェク卜」をはじめと

した産地の取組を支援しながら、米国等に加え新たな需要先の開拓を進めます。また、

欧米でニーズの高い有機栽培茶の生産について、研修会を通じて生産者の取組意欲向

上を図ります。

⑤ 花き花木については、引き続き、関係団体と連携し、花の需要拡大に向け「みえ花

フエスヲ」をはじめ各穫イベントにおける展示・販売、花予著緑育活動などを推進する

とともに、東京2020オリンピック・パラリンピックを契機として、首都圏の建設事業

者や緑化事業者等を対象に県産花木類のPRに取り組みます。
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［基本事業 I-3] 畜産業の健全な発展

三基本事業の取組方向レ
畜産業の競争力強化に向け、 Tp Pへの円滑な対応を図りつつ、畜度農家を核iこ関連産業

等が連携する高収益裂畜産連携体づくりを進めるとともに、自給飼料の生産拡大や肥育素牛

の県内生産体制の構築、県産畜産物のブランド力向上と国内外の販路拡大の促進等に取り組

みます。また、累産畜産物の安全・安心と安定供給を確保するため、家畜伝染病｛二係る防疫

体制の強化や、基幹食肉処理施設の機能充実と必要な施設整備の検討を進めるほか、畜産経

営の安定化を図るため、国の経営安定制度等の活用を促進します。

会 思観察襲ヌ

高収益型苦言産逮携体数 z
畜産経営体を核として、耕種農家や関連産業、臭業種等が連携

！し、生産コスト低減や畜産物のブランド化等によって収益力の向
（累計） I 

3 上および雇用の創出等をめざす連携体数（累計）

主関空〉義勢熟~~＆
平成27年度 i平成28年度｜平成29年度 i平成30年度
（計画策定時）

令和元年度

（行動計画

令和7年度

（基本計画

ま~l :r:::f-i~i：：＋：：罪i唖竺」吋空y
達成率 100% 100出 100百

何年度評｛限

苦言産業の競争力強化や県産畜産物の安定供給を図るため、飼養規模の拡大や和牛繁殖基盤

の強化、エコフィード活用による生産物の高付加価値化などを進める葛収益裂畜援連携体の

育成等に取り組み、目標を達成しました。また、近隣府県での豚コレラ発生を受け、養豚農

場における飼養衛生管理基準の遵守徹底を推進し、県内発生の防止に取り組みました。

引き続き、和牛子牛の累内生産体制の構築、県産苦言産物のブラシド力向上と箇内外の叛路

拡大の促進、家畜防疫体制の強化、東京2020オリンピック パラリンピックを見据えたJG 

A P家畜・畜産物等の認証取得の推進などに取り組みます。
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一況一一
一状十一
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一の一
一度一
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一

n
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一一

1 畜産経営の競争力強化

① 3者以上の連携により収主主力の向上をめざす高収益裂畜産連携体を育成するため、

事業計画の作成にあたっての助言等を行い、肉牛農家と耕種農家等による稲わら・堆

肥交換や、養豚農家と野菜農家による規格外野菜の飼料利用と堆胞の交換など、循環

型畜産経営の構築に向けた連携体や、高司係事業者が協議して養豚の戦略的な規模拡大

に取り総む遼携体など、新たに4連携体（累計16連携体）を育成しました。

② 畜産経営の規模拡大を図るため、閣の資産クラス亨一関係事業等を活用し、肉牛農

家の堆肥化処理施設や養鶏農家の鶏舎整備を支援しました。また、令手口元年度の施設

整備に向け、肉牛、養豚の畜舎整備など、整備計闘の作成を支援しました。

2 飼料自給率の向上と資源循環型畜産の確立

① 稲発酵粗飼料および飼料用米の利用を進めるため、現場での品種特性に応じた生産

技術指導や、耕種農家と畜産農家が連携した地域内での流通利用の定着に取り級みま

した。稲発酵粗飼料の生産箇積は239ha（対前年同じ）、銅料照米の生産箇積は1691ha 

（対前年211ha；威）でした。なお、稲発酵籾飼料については、来井畜連携の推進により

県内生産のほぼ全量が地域内流通となっています。飼料用米については、 1691haのう

ち700ha(41. 4%）が県内向けに利用されています。

② 飼料生産基盤の強化！こ向け、祭内への導入が進む高糖分・高消化性飼料用イネ「た

ちすずかJの収穫調製および畜産農家における給与技術について研究を進めるととも

に、関係機関や畜産農家、耕種農家を対象とした研修会の開催や現地実証ほ（2箇所）

の設遣などにより、研究成果の普及を図りました。

③ 家畜排せつ物の適正処理および利用促進に向け、畜産農家を対象に家畜排せつ物；去

に基づく立入検査や耕穫農家等利用者のニーズに却した堆肥生産の助言等を行いま

した。

3 和牛子牛の安定的な県内自給体制の確立

① 和牛子牛生産の拡大を図るため、繁殖技術研修会（50人参加）および子牛育成技術

研修会（6人参加）の開催など、和牛繁殖農家等を対象に繁殖や子牛育成技術の向上

に取り組んだ結果、子牛生産を行う繁腐農家は 36戸（対前年度2戸増）になりまし

た。

② 初めて子牛生産に取り組む農家等を対象に繁殖雌牛の導入支援を行った結果、繁殖

雌牛の増頭頭数は累計40頭（対前年度比9頭増）と着実に増加しました。

③ 受精卵移植技術を活用して、交雑種による双子生産技術の普及や乳用種の借り腹活

用の推進に取り絶みました（交雑種5戸・ 24頭、手L照種 16戸・ 171頭へ和牛受精卵

を移植）。
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④ 優良血統の和牛繁殖基盤を県内に構築するため、県畜産研究所！こ導入した優れた血

統の和牛雌牛から体外受精卵を作成し、県内繁殖農家等の銅養牛（25頭）へ移植しま

した。

⑤ 和牛繁殖農家等が組織する三重県和牛繁殖協議会と連携して、牛白血病など繁殖牛

の疾病対策に関する研修会の凋催等に取り絶みました。

4 県産ブランド牛肉等の海外輸出の促進

① 県産ブランド牛肉の新たな輸出先の開拓にi却す、伊賀牛の台湾向け初輸出にあわせ、

台中市において、現地バイヤ一等を対象とする県産和牛プロモ シヨン（ 9月〕を開

催しました。

② 県産ブランド牛肉等のアジア経済圏等への販路定着を促進するため、現地インポー

合ーとの連携による商談機会の創出（香港： B月、 3月）など、輸出の継続・拡大に

取り組む県内畜産事業者の主体的な取組をサポートしました。

5 養豚経営等における食品系廃棄物等活用による餌養技術確立とブランド力向上

① 食品系廃棄物等の飼料化や、資産農家と廃棄物処理業者等のマッチングを進めるた

め、エコフィード利活用研究会の取組として、意見交換会（ 1回）およびエコフィー

ド活用事例現地調査（ 1回）を実施しました。

② 食品系廃棄物等の飼料利用の促進に向けて、養豚でのどール粕、養鶏での廃棄バナ

ナを活用した飼養技術の研究i二取り組みました。

③ )i!li粕を豚に与える飼養技術（平成 29年度検証技術）について、県内の酒造メーカ

ーと養豚事業者との連携による現場給与試験の実施を支援し、新たなブランド豚の作

出につながりました。

6 家畜伝染病の発生予防およびまん延防止体制の強化

① 家畜伝染病の発生予防、予察およびまん延防止のため、農家巡回指導のほか、家畜

伝染病予防法に基づく検査を実胞しました。

② 高病原性鳥インフルエンザの防疫体制を強化するため、農場カルテのブラッシュア

ップや察対策対応マニュアルを照いた図上訓練等の取組を行うとともに、県内すべて

の家きん農場（141戸）への妨疫指導や注意喚起を行いました。

③ 口締疫について、依然として近隣諸国での発生が続いているため、牛豚の生産農家

に対する防疫指導や注意喚起を随時実施しました。

④ 岐主主祭、愛知県等における豚コレラの発生や野生いのししを含めた感染拡大を受け、

県内すべての豚・いのししの飼養農場（59農場および小規模飼養者 19戸）に対し、

ウイルスの侵入防止の徹底や臭状豚の早期発見司早期通報など、飼養衛生管理基準の

遵守徹底を指導しました。

⑤ BS E特措法に基づき、 48ヶ月齢以上のすべての死亡牛（283頭）を検査し、全頭

陰性を確認しました。
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7 JGA P家畜・畜産物や農場料 Acc Pの普及・定着

JGA P家畜畜産物や農場HACC Pの指導員を含む地域推進チームが、認証取

得等を目指す生産者に対して、生産衛生管理プログラムの策定、衛生検査、従業員教

育等の支援を行いました。その結果、新たに、 3農場（肉牛3）と農業高校2校（肉

牛1、養豚 1）がJGA P家畜冒畜産物の認証を取得し、 4農場（肉牛3、養豚1) 

が農場HACC P認誌を叡得しました。

8 動物用医薬品や飼料の適正使用の促進のための監視・指導

① 動物用医薬品の適正流通と使用に向け、県内 55件の販売店と 114戸の畜産農場に

対して立入検査を実施し、適正な販売、使用実態を確認しました。

② 飼料の適正流通を図るため、県内 35件の販売店と 114戸の畜産農場に対して立入

検査を実施し、適正な販売、使用実態を確認しました。

9 基幹食肉処理施設の機能充実および必要な施設整備の検討

① 県内の基幹食肉処理施設である四B市、松阪のそれぞれの食肉セン亨ーの運営を担

う（株）三重県西日市畜産公社、 （株）三重県松阪食肉公社の安定的な運営等を図るた

め、関係市町と連携して支援しました。

② （株）三重県松阪食肉公社の今後の施設整備のあり方について、同公社の施設整備検

討委員会行政部会l二関係市町とともに参加して検討を進めました。

10 冨の経営安定対策告lj度等の積極的な活用の促進

畜産経営の安定化を図るため、関係団体等と連携し、肉用牛肥育経営安定特別対

策事業（牛マ）［，キン）や養豚経営安定対策事業（豚マルキン）など、国の経営安定

対策の積極的な活用を促進しました。

ζ今後の取組方向ふ
① 畜産経営の競争力強化を殴るため、引き続き、畜産農家を核とし、耕種農家や関連

事業者等が連携する高収益型苦言産連携体の育成を進めます。

② 東京2020オリンピック パラリンピックを契機i二、特色のある高品質な畜産物の供

給体制jを構築するため、和牛子牛の累内生産体制の構築に向けた繁殖雌牛の増頭や繁

殖技術の向上などに引き続き取り組むとともに、規模拡大、生産性の改善やブランド

力の向上への支援、エコフィード等の示j活用による給与技術の開発・普及、 JGAP 

家畜・畜産物等の認証取得の促進に取り組みます。

③ 祭産斎産物の輸出促進をli'ilるため、アジア経済圏を主な亨 ゲットに、県内畜産事

業者の主体的な輸出の実践につなげていくための商談機会の提供や商談成立に向け

たサポートなどに取り組みます。
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④ 高病原性鳥インフルエンザなど家苦言伝染病の発生予防と万 の発生時における迅

速な対応に向け、市町や県関係部局等と連携し、防疫演習等を通じて防疫体制の強化

を図るとともに、農場巡回等の機会を通じて生産者段絡における飼養衛生管理基準の

遵守徹底を指導していきます。

⑤ 豚コレラについては、近燐県の養豚農場における発生状況や県内で感染野生いのし

しが確認されたこと等を踏まえ、農場での消毒資材の確保や防護柵の設置など防疫水

準の強化に取り組む養豚農家を支援していくとともに、今後の感染拡大の状況等に応

じ、国 関係府県と綿密、に連携しながら、野生いのししへの経口ワクチン散布などの

具体的対策の実施や県内関係者への迅速な情報提供等に努めていきます。

⑥ 動物用医薬品等の適正な使用等に向け、販売業者等に対する監視指導および啓発活

動等を計底的に行います。
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［基本事業 I-4] 農産物の生産・流通における安全・安心の確保

日基本事業<p取組方向、二
農産物の安全“安心を確保するため、農薬等生産資材の適正な流通・使用や米穀等の食品

表示などの監視・指導、事業者のコンブライアンス（法令遵守）意識の向上iこ向けた支援、

産地へのGA p （農業生産工程管理）や iPM （総合的病害虫管理）など環境に配慮した生

産方式の導入促進などにより、「みえの安全 安心農業生産Jの定着を図ります。

また、食の安全・安心への消費者、食品産業事業者および生産者の相互理解を深めるため、

食の安全性に関する情報提供の充実を悶ります。

さらに、卸売市場の品質管理の高度化や市場の活性化を促進し、市場運営の安定化を進め

ます。

ふ以男頼関襲 ふ
I 「みえの安全安心農業生産推進方針」に基づき、 GA P、

みえの安全・安心、農業生産 i
j；地力の維持・増進および lp Mの実践等、環境に配慮した生産

方式の産地での普及率 I 
E 方式！こ取り組む産地の割合

ふi；男揮役業主鏡抜浪ジ

平成27年度 i平成28年度｜平成29年度i平成30年度
（計画策定待）

令手口元年度

（行動計画

の目標）

令和7年度

（基本計画

の呂標）

目標年Lここ二i 64% L 67竺 1 71竺 J 7~竺 J 90% 
笑績値1 ?% I 70% I 74.5% I 71.8% 

達成率 100% 100% 100% 

3.Q年度評鏑ー～

GA P実践を推進・支援する指導員の育成や適正施~~.土づくり研修会等の実施により「み

えの安全・安心農業jへの取組を推進し、目標を達成しました。

引き続き、取組の拡大iニ向け、産地毎に強みと弱みを整理し、それぞれの課題に対応した

指導を展開するとともに、東京 2020オリンピック a パラリンピックへの食材供給はもとより、

食の安全 安心にますするニーズの高まりや輸出の拡大等に対応できる生産環境を整備するた

め、 GA Pの推進国認証取得の支援を強化していきます。
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C:3o年度の取組状況〉

1 食品関連事業者等に対する監視嗣指導、コンブライアンス（法令遵守）意識の向上

① 食の安全性を確保するため、「農畜水産物安全確保監視指導計画Jを策定し、農薬

や肥料、米穀、動物用医薬品、飼料等の販売業者等を対象に、計画的な立入検査等

を809件実施しました。平成16年度から立入検査を計画的に実施しており、事業者の

法令遵守の意識は高まってきています。

② 県内において平成25年度lこ発生した米穀の不適正な流通事案をふまえ、米穀取扱

事業者に対する監視指導として立入議査を255件実施するとともに、流通段階と市販

段階における米穀の産地および品種の科学約検査を7件実施しました。この調査の

結果、勧告ー命令にヨきるような重大な違法事案は見られませんでした。

③ 10月を「三重県食の安全 安心確保推進月慰Jと定め、米穀の産地及び品種の科

学的検査等を実施するとともに、関係部局と連携して、食品関連事業者等を対象に

コンブライアンス研修会を開催（ 1園、参加者57人）し、食品関連事業者のコンブ

ライアンス意識の向上および法令に関する習熟を留りました。

2 みえの安全・安心農業生産の普及・拡大

① 生産管理や農薬ー肥料などの農業資材の使用、労働者の状況など、農業生産に係る

あらゆる行程を記録・点検・改善していくことを通じて、安全 E 安心な農産物の生産

につなげる取組（GAPlへの理解を穣成するため、農業者・流通業者等を対象にし

た研修会（39岳、約2,900名参加）を行いました。また、 GA Pの認知度を高めるた

め、首都圏の飲食店でGA P農産物を活用したフ工ア（7回〕を開催しました。

② 総合的に病苦手虫や雑草を管理する IPM （総合的病害虫・雑草管理）の実践を推進

するため、施設栽培トマトで問題となるコナジラミ類に対して、土着天敵である5バ

コ力スミ力メ放飼の効果の実証（2 a）に取り組みました。

③ 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果のある営農活動の普及・拡大を図るため、

国のf環境保全型農業直接支援対策」を通じて、力パーク口ップ17ha、有機農業216ha、

I PM （総合的病害虫・雑草管理） 9 haの取組に対する支援を行いました。

3 農薬・肥料の適正な使用および流通の監視指導

① 農薬・肥料の適正な使用および流通を進めるため、肥料生産業者・販売業者への立

入検査を 100件、収去検査を6件実施したほか、農薬販売店への立入検査を 100件実

施しました。

② 農薬使用者や農産物直売所責任者等を対象l二、農薬の適正使用に関する研修会を

552図開催し、農薬使用基準の変更情報を周知するとともに、農薬の適正使用や生産

履歴の記帳を普及しました。

③ 農薬の販売や管理に携わる事業者の資質向上を図るため、農薬販売者や造箇業者等

を対象として、農薬｛二関する専門的な研修を実施し、 定水準以上の知識を有する者

を三重県農薬管理指導士として萩たに 40人認定しました。 （全認定者数は 1,145人）
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④ 病害虫の発生動向に!lPした適時、的確な防除を促進するため、病害虫の発生予報を

7回、注意報を 1凶、特殊報を 1回、技術情報を 12回提供しました。

4 国際水準GA P認証取得等の推進

① 今後3年間の目標や具体的な活動ー推進方針等を示した f三重県における農産物の

GA P推進方針（平成 29年7月施行）」に基づき、 「地域GA P推進チームJが中

心となり、国際水準GA P認証の取得に向け、きめ細かな指導支援等を行いました。

② 普及指導員や営農指導員がGA Pの実践や認証取得を指導・支援できるノウハウを

取得できるよう、研修等を開催し、 GA P指導員 102名、リ ダ指導員 51名を確

保しました。

③ 地域GA P推進チームを核！こした農業経営体等へのきめ細かな指導支援などに取

り組み、 GA P認証の取得件数が63件（新鏡 34件）！こ増加するとともに、農業大学

校や県内すべての県立農業高校（5校）が認証を取得しました。

④ JGA P家畜畜産物や農場HACC Pの指導員を含む地域推進チームが、認証取

得等を目指す生産者に対して、生産衛生管理プログラムの策定、衛生検資、従業員教

育等の支援を行いました。その結果、新たi二、 3農場（肉牛3）と農業高校2校（肉

牛久養豚1）がJGA P家苦言司苦言産物の認証を取得し、 4農場（肉牛3、養豚1) 

が農場HACC P認証を取得しました。（再掲）

5 食の安全安心に関する情報提供の充実

① 消費者や食品関連事業者、学識経験者から食の安全 安心確保のための県の方策に

関する意見を聞くため、 f三重県食の安全・安心確保のための検討会議」を開催（ 1 

図）し、 「食の安全・安心の確保に関して実施した施策に関する年次報告書」、およ

び「三重県食の安全・安心確保行動計画」にその意見等を反映させました。

② 県民が「食の安全安心jに関する正しい知識と理解を深め、適切な判断や選択が行

えるよう、ホームページ「食の安全安心ひろばJの充実（更新261回）に取り組む

とともに、イベント等への出展を通じて情報提供（49回）を行いました。

③ 「食の安全・安心」に関する正しい情報を分かりやすく伝えるため、県民の皆さん

が開催する自主勉強会や集会などに出席し、 「三霊祭が取り組む食の安全・安心」な

どをテーマに説明を行いました（5回、参加者134人）。また、県内の高等教青機関

と連携し、消費者の食晶表示に関する知識の向上を自的に鈴鹿市で食品表示研修会を

開催しました（参加者44人）。
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6 卸売市場の指導常餐

① 卸売市場法や食品衛生法の改正により、卸売市場の活性化や衛生管理の高度化など

卸売市場を取り巻く情勢の変化！こ適切に対応するため、県内各卸売市場関係者を対象

に、研修会を開催（ 1問、 4:l人参加）しました。また、公正な取引の推進と衛生管理

対策の徹底等を目的に、延べ16か所の地方卸売市場等に対して巡回監視・指導を実施

しました。

② 卸売市場における適正な業務の執行と健全な運営維持のため、平成28年度に策定し

た三重集卸売市場整備計画（第10次）に基づき、主に地方卸売市場を対象に、市場に

おける取引方法や物品の品質管理の改善i二向けた指導 助言を行いました。

③ 三重県卸売市場整備計画（第10次）に基づき、県地方卸売市場の経営戦絡の確立に

向けた「経営展望Jを策定しました。

C今後の取組方向日〉

① 「農畜水産物安全確保致視指導計額」に基づき、農薬や肥料、米穀、動物用医薬品、

飼料等の販売業者等を対象に計画的な立入検査等を実施するとともに、コンブライア

ンス研修会の銅僕等を通じて食品関連事業者のコンブライアンス意識の向上や法令

！こ関する習熟に努めます。

② みえの安全・安心農業生産の普及・拡大を図るため、キャベツの栽培前土壌診断に

よる土壌管理技術の実証などに取り組み I PM （総合的病害虫管理）の実践や土壌

診断による適正な土壌管理等を推進しますロ

③ 東京2020オリンピック パラリンピックでの食材採用はもとより、大会開催後の国

内取引や海外輸出の拡大を有利に進められるよう、国際水準GA Pの認証取得を拡大

するため、引き続きリーダ一指導員等の育成による指導体制を強化するとともに、地

域GA P推進チ ムを核にうZ ゲットを明確にしたきめ細かな指導宥支援等に取り組

みます。また、次世代の農業を担う若者が早い時期からGA Pを学べるよう、農業大

学校や県立農業高校でのGA P認証取得の維持に取り紐みます。

④ 「三重巣食の安全‘安心確保のための検討会議jを潤催し、委員の意見をふまえな

がら、金の安全・安心確保のための施策を進めます。また、米穀の産地偽装等の再発

防止や県民の信頼確保を図るため、米の科学的検査の実臓や食品事業者等を対象とし

たコンブライアンス研修会等を通じて関係法令等の遵守徹底や食品関連事業者のコ

ンブライアンス意識の醸成を図るとともに、出前トークやホームページの充実、 SN 

Sの活用など消費者に対する積極的な情報提供に努めます。

⑤ 卸売市場を取り巻く経営環境が厳しさを増していること等を踏まえて、県卸売市場

整備計画に基づき、他の拠点市場（北勢、伊勢志摩総合）においても、市場の経営戦

略の確立に向けて「経営農望Jの策定を進めるとともに、県内の卸売市場について、

HACC Pの考え方を取り入れた品質管理の高度化や、産地他の卸売市場との連携

強化、食品加工等による付加価俵づくりなど、市場の活性化を推進します。

内

4
U

内
／
』





；めざす方向
力強い農業経営の実現に向け、農地集積等による経営土産模拡大や集落営農組織の設立を促

進するとともに、経営の法人化・多角化や雇用力強化など、創造的農業経営をめざす農業経

営体の育成に取り組みます。

また、農業の次世代への円滑な継承を［§るため、パッケージで農業ビジネス人材を育成す

る仕組みの構築など、により、次世代農業の主軸となる担い手の確保・育成を進めるとともに、

企業などの新たな参入を促進する環境整備に取り組みます。

さらに、農業者の経営発展や産地の強化・充実を支援するため、普及活動の効果的な展開

や農業団体の活発な活動促進、新たな商品創出iこつながる研究開発に取り組むとともに、優

良農地の確保や農業の生産基盤の整備保全、災害からの円滑な農業復旧 復興を進めるた

めの巳 CPの作成支援を進めることにより、農業の持続的な発援に取り組みます。

バ；，ii薫朝、接指摸〉

［基本事業1］地域の特性を生かした農業の活性化

【基本事業2］農地中間管理事業を核とした営農体制の構築

【墓本事業3】多様な農業経営体の確保・育成

【墓本事業4］農業生産基盤の整備保全

【基本事業5】農畜産技術の研究開発と移転

-25 -



r<  ー亡可t <c,, 日

ぺて）毒主本事業の取組方向次五
農業・農村の活性化を図るため、普及指導活動の展調や農業団体等と連携する中で、集落

や産地などによる「地域活性化プランJの策定実践を促進し、地域内での自主的な活動を

進めるとともに、新たな人材の参闘・育成や、地域問、多様な業穫との連携など、活動規模

の拡大等による地域活動の発展を支援します。

ぶふ思輝男壊率ふ
地域活性化プラン策定数

（累計）

ふ男壊娩－務費全按濃ふ

地域や産地などを単位に策定される農業目農村の活性化のた

めの活動プランの数（累計）

平成27年度

（計画策定持）
平成28年度 平成29年度 平成30年度

令和元年度

（行動計画

の目標）

令和7年度
（基本計画

の目標）

日空空L三三二l竺三三三J_364プ？とJ 414プラーンi空4プラン L639プランー

実績値 i64プラン I314プラン I364プラン I414プラン
十一一一一一一一つ斗 ト . 十三： コキど一 一7

達成率 i －－－－－－－－－－－一｜ 100% I 100% I 10日目

30，年度評価

集落や産地などによる「地域活性化プランjの策定を進め、前年度までの364プランに加

えて新たに50プランが策定され、目標を達成しました。

また、関係機関の連携による地域活性化プラン推進チームを編成してプランの実践取組を

支援し、池域首農の維持発展に向けた取組やビジネス展開に向けた取綴が始まっています。

引き続き、関係機関が連携して、プランの策定・実践の拡大などに取り組みます。
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(do年度の取組問〉
1 地域活性化プランの取組

① 地域資源を活用した、新たな価値の創出につながる取組を実践する集落や産地等の

育成を図るため、市町やJA等と連携した「地域活性化プラン支援チーム」を編成し、

前年度までに「地域活性化プラン」を策定した364地域を対象i二、プランの実現に向

けた実践活動を支援しました。また、新たに50地域において、話し合いや合意形成を

促進すること等により、地域の実青に応じた地域活性化プランの策定を支援し、地域

活性化プラン策定数は414プランになりました。

② これまでに策定された364プランのうち7プランを選定し、専門家等を派遣すると

ともに、商品化に向けた試作・試行等の初期的な取組への支援を行い、いちごの産地

化や加工品の隣発、薬用植物の導入をめざす取組などがス？ー卜しました。また、プ

ラン策定団体等を対象iこした成果発表闘交流会を開催し、課題解決の手法や成功要因

等、取組成果の共有を留りました。

2 地域農業のさまざまな課題の解決に向けた取組の支援

① 農業および農村の活性化に向けた取組への支援を計画的に進めるため、 f普及活動

基本計画（平成27年度～30年度） Jに位置付けた 46本の目標項目の達成に向け、普

及活動を展開しました。また、令和元年度から令和4年度までの新たな普及活動基本

計画を検討しました。

② 普及指導員のコーディネー卜機能を生かし、鵜方紅茶や蓮台寺柿、桑名もち小麦な

ど生産者や関係機関と連携して、地域農業のさまざまな課題の解決に向けた取組を支

援しました。

3 普及指導員のスペシャリスト機能を生かした生産・経営管理技術の普及

意欲ある多様な農業者の経営発展を促進するため、集落営農法人格互の連携強化、

農業経営の法人化や経営改善に向けた相談活動、 GA Pの取組拡大に向けた各種支

援活動など普及指導員のスペシャリスト機能を生かして、高度な生産・経営管理技

術の普及などに取り組みました。

4 農業団体の指導・監督

① 農業団体の健全な経営と適正な業務運営を確保するため、法令等の遵守状況（合法

性）、事業目的への合致状況（合目的性）および業務 会計の経済性の観点からの妥

当性（合理性）の視点により、県内 11団体を対象に検査を行い、改善を要する事項

の指摘を行いました。
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② 国定比率（閏定資産i二占める自己資本の割合）違反状態にある農業団体（ 1件）や

法令等の遵守体制に問題が生じた農業団体を対象に、改善計厳達成に向けた取組や法

令等遵守態勢の整備に向けた取組を指導しました。また、信用事業を実施する農業団

体（11件）に対しては、定期的に経営に関する報告を求めるとともに、農協経営者と

の意見交換等を通じて経営の健全性確保および農協の自己改革に向けた自主的な取

組について指導“助言しました。

③ 農協白日改革については、農協の自主性を尊重しつつ、農協経営者との意見交換等

を通じて自主的な取組状況を把握するとともに、関係機関等と連携して、農協の6次

産業化等の新たな事業取組に対して、ベンチマーク調査や現地視察、研修会開催等の

サポート在実施しました。

④ 平成 28年4月に「農業委員会等に領する法律Jが施行され、平成 30年 10月には

察内全ての農業委員会が新体制へ移行が完了しました。農業委員会では農地利用の最

適化が必須業務となったことから、市町や関係団体と連携し、研修会の開催等により

この業務を中心となって行う農地利用最適化推進委員の適切な設置等に向けたサポ

卜に取り組みました。

C：～今後の取組方向コ
① 地域農業の活性化在留るため、地域機関iニ設置した「地域活性化プラン支援チ ム」

の支援力を強化し、引き続き「地域活性化プラン」策定の支援に取り組むとともに、

策定されたプランの実践活動支援に取り組みます。

② 普及指導員のコーディネー卜機能やスペシャリスト機能を生かし、意欲ある多様な

農業者の経営発展に向けた取組や地域農業のさまざまな課題の解決に向けた取組を

支援していきます。

③ 農業団体の健全な経営と適正な業務運営を確保するため、引き続き指導および監督、

支援を行っていきます。
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【基本事業II-2] 農地中間管理事業を核とした営農体制の構築

基本事業の取組方向
意欲ある担い手や集落営農組織等への農地集積・集約化により農業経営規模の拡大を図る

ため、地域の話し合いを着実に進め、集落ごとの人・農地プランの作成を促すとともに、農

地中間管理事業等の活用などにより農地の権利移動を推進します。

また、持続的な営農体制の構築に向け、多面的機能の維持活動との連携を図りつつ、集落

リ ダ養成等の取組を進め、地域のさまざまな方々の活躍による集落営農組織の育成と法

人化への支援を行います。

特に、中山隠地域等の条件不利水閏については、各種支援策を活用し、持続的な営農体制

構築に向けた支援を行います。

相互里親恩欝 ム
対象となる本県農業集落（2,000集落）のうち、農地の流動

入省農地プラン等を策定し
a化に向けた集溶の合意形成が図られ、農地中間管理事業などの

活用により、集積iこ向けた方針が定まった集落の割合
た集落の割合

長男撲の主主事与按i，也

目標値

実績値

15% 20% 25% 

度
酒
）
一

年
計
標
一
も

一
兆
動
自
一
間
川

和
行
の
一

日

（

令和7年度

（基本計衝

の呂標）

60% 

平成27年度｜平成28年度 i平成29年度i平成30年度
｛計画策定時）

13. 0% 14. 8% 22. 3% 24. 8% 

達成率 99% 100% 99% 

:3P年度評価ん7ジ

集落単位での「人・農地プラン」等の作成推進や集落営農組織の育成、集落営農組織の広

域化等に取り組み、目標をおおむね達成しました。

今後は、農地中間管理事業の 5年後見直しに対応しながら、農林水産事務所に設置した「農

地中間管理事業推進チーム」が核となり、市町や農業委員会、農地利用最適化推進委員等と

連携して集落等を単伎とした地域での話し合いを促進し、実効性の高い「人咽農地プラン」

の策定を推進していきます。
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1 担い手への農地集積を図る地域の合意形成に向けた支援

① 各農林水産事務所において、農地中陣管理機構や市町等関係機関と連携して設置し

た「農地中間管理事業推進チームJが中11',1となって、集落ごとの状況把握、事業を重

点的に実施する区域の設定、意欲ある集落等での話し合いの促進に取り組みました。

② 市町やJAと連携し、担い手への農地集積に係るワークショッブを県内3地区で開

催し課題や解決策を話し合い、担い手への農地集積の向上に取り絡んだ結果、県内の

農地集積率は37.9% （対前年2.4ポイント増）になりました。

③ 農地中間管理事業のさらなる推進に向け、農業委員および農地利用最適化推進委員

を対象に、県内7ブロックで研修会（576名参加）を開催し、農地利用の最適化に向

けた統一方針を説明し、委員と農地中隠管理機構、農業会議、県等が連携していくこ

とを確認するとともに、県内農業委員会の優良事例を共有し、農地集積に向けた委員

の活動意欲の陵成に取り組みました。

2 「人・農地プランJの作成と集落等を単位とした持続的な営農の仕組みづくり

① 意欲ある農業者への農地集積を円滑に進めるため、集蒸等を単位とした地域での

話し合い等を促すことで、担い手への農地集積）［.，ールなどを定める「人農地プラ

ン」の作成を推進しました。その結果、新た！こ 21プランが作られ、累計で 335プ

ラン（対象集蒸数 495）になりました。

② 集落等の地域を単位とした持続的な営農の仕組みづくりに向け、集落座談会を開

催し、話し合いを進めるとともに、合意形成による集落営農の組織化や法人化に取

り組みました。この結果、集落営農組織数は累計 325件（対前年5件増）、集落営農

組織の法人化数は 78件（対前年 1件増）になりました。

③ 集落営農の組織化や法人化などの格談に対応するために、中小企業診断士等の専

門家を派遣するとともに、集落営農組織の発展を促すために広域連携をテ マとし

た研修会を開催しました。

3 中山間地域等の条件不利農地における持続的な営農体制の構築

① 水国営農システムが確立されていない地域において、話し合いの場の設定などによ

ザ集落の合意形成を進め、中山間地域における集落営農組織数は 166組織（対前年1

組織増）となりました。

② 集落営農組織が育成されている地域では、法人化や経営の多角化等による経営の発

展に向けた働きかけを行いました。
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【基本事業宜ー3] 多様な農業経営体の確保・育成

ジー；蒸本事業φ取組方向
雇用力のある農業経営体を確保・育成するため、 TPPへの円滑な対応を図りつつ、法人

化や6次産業化等による経営の多角化など、経営発展！こ向けたチャレンジに取り組む経営体

を支援するとともに、企業や農協出資型法人等の農業参入の促進等に取り組みます。

また、次世代農業の主戦となる担い手の確保・育成を図るため、就農準備から定着に至る

切れ目のない新規就農支援や産学官が連携してパッケージで農業ビジネス人材を育成する仕

紐みの借築に取り組みます。

さらに、農業の内外から幅広い人材を呼び込むため、 U“ iヲーン就農者受入れ環境の整

備や大学生等を対象とした就労体験の実施などに取り組みます。

農業分野における簿がい者雇用の促進に向け、農福連携に取り絶む事業者等で構成される

協議会等と連携して、障がい者の農業就労をサポー卜する人材の育成や農業経営体と福祉事

業所とのマッチングなどを進めます。

農村女性の活躍の場を創出し、農業・農村において男女がともに活躍できる環境づくりを

進めるため、さまざまな方針決定の場への女性の登用を促進するとともに、女性の就農や起

業等に向けた取組や、仕事と育児等の両立などワーク・ライフ バランスの取組等を促進し

ます。

沿い思想買嬢主主ジ
県内で農業へ就業した45才未満の人の数

ミ！尽嬢匁濃嬢接壌ふ

~~：： 1 平成お年度｜平成畔度 l 平成30年度
平成31年度l：平成37年度

（行動計画！ （暴本計額

の目標） ｜ の目標〕

目標値 135人 140人 145人 150人 180人

実績値 135人 138人 145人 169人

達成率

／ー一一－
~g年度評価

新規就農者の確保に向けた大規模経営体における雇用型訓練の実施や、大都市霞における就

農情報の発信、農業次世代人材投資資金の給付等により、目標を達成することができました。

また、雇用力のある法人経営体の育成に向け、専門家派遣等により法人化を進めるととも

に、農業ビジネス人材を育成する「みえ農業版MB A養成塾」を開設し、三重大学大学院や

農業法人などと連携しながら、実習や講義等の運営を行いました。

引き続き、多様な農業経営体の確保・青成iこ向け、切れ自のない新規就農支援や企業・福

祉事業所等の農業参入促進、女性活躍の推進等に取り組むとともに、法人化や6次産業化等

による経営の多角化など、経営発展にチャレンジする人材の育成に取り組みます。

100% 100出 100% 

内
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G?o年度の取組状況：〉
1 農業経営の核となる人材の育成

① 雇用力のある法人経営体の育成！こ向け、農業者団体や経営の専門家、金融機関、行

政等と連携し、「三重県農業経営棺談所jを三重県農林水産支援センヲ 内に開設し、

専門家の派遣や研修会の開催等に取り組みました。法人化をした経営体は累計518経

営体（対前年31経営体増）と着実に増加しています。

② 6次産業化の人材育成講康を農業大学校および県内数か所のサテライト会場で実

施（参加者159人）するとともに、加工 w販売等の実践研修として、 6次産業化事業

体等においてイン9ーンシッブを実施（延べ4人参加）しました。

2 農業保険制度（収入保険および農業共済）の円滑な運営の促進

① 近年、豪雨や大雪などの災害が頻発していることから、農業経営のセーフテイネッ

卜として農業保険制度の活用を促すため、農業共済組合等と連携し、活用lニ向けた農

業者への閤知に努めました。また、平成 30年度lこ発生した台風により被災した農業

者に対して、日本政策金融公庫の農林漁業セーフテイネット資金を融通し経営再建を

支援しました。

② 平成31年（令和元年）から農業経営者の収入全体を対象とした収入保険制度が始ま

ったことから、農業共済組合等と連携して、制度の概要や加入する際に青色申告が必

要となることなどの情報を農業者に周知しました。

3 企業や農協出資型法人等の農業分野への参入促進

① 企業の農業分野への参入を促進するため、三重県農林水産支援セン告 に相談窓口

を設置し、市町や農業委員会等の関係機関と連携して、企業からの相談にきめ細かく

対応するとともに、農地の確保や技術の習得などに向け、情報提供や助言等と支援を

行いました。

② 三重県農林水産支援セン告 と連携して、農業参入に興味を持つ企業や農業参入イ

ベントで相談のあった企業 19社に対し、参入の際に活用できる支援制度等の情報提

供を行いました。また、企業のための農業参入支援セミナーを 1回開催（3月）し、

21：社が参加しました。企業による農業参入実績は累計 40件（対前年比3件増）とな

りました。

4 農福連携の推進

① 農福連携の定着とさらなる拡大をめざし、本累が主導して設立した「農傷連携全国

都道府県ネットワーク」 （平成 30年7月時点で全都道府累が参加）において、農福

連携の有効施策に関する意見交換・現地検討会や国への提言活動を行うとともに、農

福連携のPRにi向け、首都圏等での企業等とのコラボマルシェ（3回）を開催しまし

た。
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② 障がい者の農業への参酒に向けた関係者の理解を促進するため、 般社団法人三重

県障がい者就農協議会と連携しながら、研修会等の開催や農業者組織への働きかけな

どに取り組み、農業参入した福祉事業所は 46件（対前年1件増）、障がい者を雇用

した農業経営体は 18件（対前年1件増）となりました。

③ 農業経営体における樟がい者の就労を拡大するため、 般社団法人三重県障がい者

就農促進協議会と連携して農業ジョブトレーナ育成研修（初級1回・上級1回）、施

設外就労のコ ディネ ヲ 研修（ 1回）や施設外就労現地実証（ 1か所）を実施す

るとともに、ノウフク溜品の販路拡大のためのチャレンジマルシ工（ 2回）を開催し

ました。

5 就農希望者等に対する相談や農業就労体験機会の提供

① 県内外で就農を志す人を広く募集するため、三震県農林水産支援セン亨ーなどと連

携しながら、 「三重県農林漁業就業圃就職フェア 2019Jの開催（参加者 162名）や県

外における新規就農相談会等への出展（東京4階、大阪3回等、相談者 45名）など

により、農業の就職情報の提供や就農支援制度の紹介などを行いました。また、三重

県農林水産支援セン9ーに就農相合相談窓口を設置し、就農希望者に対してそれぞれ

の要望に応じたきめ細かな相談胃支援（42件）に取り組みました。これらの取組によ

り、平成30年度の新規就農者数（45歳未満）は 169人となりました。

② 学生を対象に農業の潜在的な可能性や織務内容を知る機会を提供するため、農業経

営体（7経営体）において、県内の学生 10人を対象とした短期間の農業就労体験（農

業イン合一ンシップ）を実施しました。参加した学生からは、 f農業にかかわる仕事

に就くための大きな原動力となったj、 「収穫した野菜在、消費者に買ってもらえる

喜びゃ農業の大変さ、楽しさを感じることができたJなどの声が麗かれました。

6 就農準備から定着に至る切れ目のない支援

① 就農希望者が円滑に就農できるよう、青年等就農計画の策定を支援するとともに、

就農時の施設・機械の新規購入等に活用できる無利子の融資制度「青年等就農資金」

等の借受けを支援しました。平成30年度の就農計画の認定実績は 29件、青年等就農

資金等の｛昔受実績は 28件となりました。

② 農業大学校での農業教育に取り組むため、オープンキャンパス（ 1回）や高校訪問

(74校）など積極的な募集活動により入校生を確保（平成31年度入校生35名）する

とともに、 GA P認証取得（トマト・キュウリ）による現場実践やGA P学習のカリ

キュラム化など教育内容の充実を図りました。

③ 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修期間（2年以内）

および経営が不安定な就農直後（ 5年以内）の所得を確保する農業次世代人材投資資

金（旧青年就農給付金）を 139人（準備裂8人、経営開始裂 131人） Iこ交付しました。

このうち、平成 30年度に研修を終了した5人全員が新たに就農（自立就農3入、雇

用就農2人）しました。
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④ 新規就農者の育成に意欲的な農業者をサポートリーダーとして登録する「みえの就

震サポートリーダー制度jにより、市町と連携して、地域における新規就農者の受入

体制の構築を進めています。みえの就農サポートリーダーの登録農業者数は 131人と

なり、このうち平成 30年度は5市町！こおいて 10人のサポートリ ダーが、新規就農

希望者等 14人！こ対して、就農サポート活動を実施しました。

⑤ 就農計画等の経営目標達成に向け、就農5年自までの重点支援新規就農者に対して、

日常的な技術指導や定期的な萄談等を行い、対象者の 44.4% (52経営体／117経営体）

が経営呂標を達成しました。

⑥ 若者が魅力を感じる働きやすい農業の実現に向けて、スマート農業の推進に取り組

み、農業者や農業関係匡体の機運醸成を図るためのフォーラム等（2凶）を開催しま

した。また、伊賀米および伊勢茶をモデルに ICT等を活用して栽培技術や気象、生

育デー亨を収集、分析し熟練さ主産技術の f見える化」に取り組みました。

7 次世代農業の主軸となる若き農業ビジネス人材の育成

① 農業ビジネス人材を発協 E 育成することを目的として、平成30年4月に三重県農業

大学校に2年制コース「みえ農業版MB A養成塾J( 1年次「プライマリーコース」、

2年次「アドバンスコース」）を開設しました。平成 30年度i二第1期生2名が入塾

し、施設トマトの生産や自ネギなどの生産を行う先進的な農業法人で実習等を行いな

がら、経営学やフードマネジメントなどの講義を受講し、プライマリーコースを修了

しました。

② 産学官連携による「三重の農業若き置プ口ジヱクト実行会議」 (2回開催）の意見

をふまえ、運営体制の整備やカリキュラムの作成等を進めるとともに、平成 31年度

からの2期生の確保に向けて、首都圏での募集イベントの開催（参加者 10人）やマ

ッチングサイト SN Sを活用した広報活動（掲載サイト 6件）などにより、県内外

での養成塾のPRや塾生募集j二取り組みました。

③ 3農業法人において、専門家によるとアリング在進め、法人が求める人材像や育成

スケジュール、育成目標を具現化した雇用型インヲ ンシッププログラムを5件策定

しました。

④ 新規就農後の定着を支援するため、農業大学校において、有機栽培や水穏栽培の基

本技術をテーマとした新規就農者フォローアップ短期研修を実施しました。（2講座

参加者延べ 43人）

8 女性活躍の推進

① 女性の農業従事者や女性起業家の能力開発に向け、農村女性アドバイザー研修会

(2凹）をはじめ、経営管理能力や農産加工技術の向上に資する研修会（31回）等の

開催を潤催しました。こうした取り組みにより、農村女性アドバイザーは117人（新

規で6人認定）となりました。
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② 農業分野における方針決定の場への女性登用促進に向け、改選を予定している 5市

町農業委員会を直接訪問し、女性任用を推進した結果、女性任用実績は1人増加し44

人（10.2%）となりました。

一向一一
一方…一

一組（
一取一

一の一
一
後

J）

一今，一

① 建用力のある法人の農業経営体を育成するため、三重県農林水産支援センヲーに開

設した「三重県農業経営格談所jにおいて、経営の高度化を図る研修会を開催すると

ともに、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士等専門家の派遣等を通して経営上

の課題解決を支援します。

② 農業経営の安定やさらなる発展に向けて、農業保険（農業共済および収入保険）の

加入促進、農業における女性活躍の推進などに取り組みます。

③ 農福連携では、京高祉事業所による農作業請負（施設外就労）の取組拡大を図るため、

地域の障がい者支援組織や農協等が連携しながら、福祉事業所と農業経営体等をマッ

チングする仕組みづくりに取り組むとともに、福祉事業所の農業経営の発展に向け、

新商品の繍発や販路拡大などを支援します。また、「農福連携全国都道府県ネットワ

ク」と連携し、農福連携効果の調査、効果的な施策についての意見交換会の実施や

ノウフク高品の発信などに取り組みます。

④ 新規就農者の確保に向け、各種就業フヱアや移住・就農相談会への出展、農業法人

等とのマッチングや大学生等のイン安一ンシップの実施などを通じて、農業法人への

就農等を支援します。また、就農特における初期投資の負担軽減に向けて、廃業等に

より利用されない施設等をそのまま利用する「居ぬきjの物件をあっせんする体制づ

くりに新たに取り組むとともに、新規就農者の定着促進のためのフォローアップ研修

等を実施します。

⑤ スマート農業の取組促進に向けて、引き続き研修会の開催等を通じて農業者や農業

関係団体等の機運醸成を図るとともに、伊賀米および伊勢茶について ICT等を活用

した熟練生産技術の「見える化（マニュアル化）Jや情報提供の仕組みづくりを進め

ます。また、県南部のかんきつ産地におけるスマート農業の導入に向け、自動化技術

（施肥、摘果、収穫）の検討と技術導入のためのモデル霞地整備を行い、効果検証に

取り組みます。

⑤ 若き農業ビジネス人材を予警戒するため、 fみえ農業版MB A養成塾」の力リキュラ

ムをさらに充実させるとともに、 PRや塾生の募集活動を通じて3期生の確保に取り

組みます。

⑦ 卒塾予定の塾生に対して、卒塾後にめざす農業ビジネスプランの作成やそのプラン

の実現に向けた支援など！こ取り組みます。

可，，nd
 







C:?o輔の取組状況；〉
1 f三重県農業農村整備計画」に基づく総合的かつ計閥的な基盤整備の推進

平成28年3月仁策定した「三震県農業農村整備計画」に基づき、計画的に農業農

村整備を進めた結果、 4つの主要取組ごとに定めた基本目標を全て達成しました。

2 営農の高度化、効率化を図る農業用水路のパイプライン化等の推進

① 効率的な営農の実現に向け、かんがい排水施設の整備（17地区）や既存の老朽化施

設の補強・補修（11±也区）に取り組み、水資源の有効利用、生産性の向上や維持管理

費の節減を図りました。また、上記のうち17地区については、新たに農業用水路のパ

イプラインの整備に取り組み、水管理の省力化、水資源の有効利用を図りました。

② 効率的で持続可能な営農活動が展罰されるよう、ほ場の大区闘化（4地区）に取り

組み、農業生産性の向上を関りました。

3 農業基盤の整備を契機とした担い手への農地集積の推進

ほ場の大区画化や農業用水路のパイプライン化にあたり、地元説明会やアンケ

ト調査の実施を通じて、農地集積に向けた地域の合意形成を進めました。基盤整備

を契機とした農地の担い手への集積率は、 44.1唱（対前年度 3.0出増）となりました。

4 農業用施設における大規模災害に備えたBc P策定の推進

「三重県農業版BCP」を普及するため、演習型図上司｜｜絞の実施（県内4地区）など

により関係者の防災意識の向上を図り、 3つの土地改良区においてBc Pが新たに策定

されました。

5 農業振興地域j[lj度等の適正な運用による、優良農地の確保

① 優良農地の確保を図るため、市町農業振興地域整備計画の計画変更に係る協議のi際

に、市町に対して農業振興の観点から必要な助言を行いました。計画変更協議の実績

は18市町で延べ43回でした。また、農地法の規定に基づき、農地転用に係る許可事

務を適正に行い、農地転用許可件数は418件となりました。

② 農地法が平成28年4月1日に改正され、農地転用許可権限を大臣の指定する市町村

長に移譲する指定市町村制度が創設されました。この指定市町村制度は知事が康長と

なった地方6団体によるプロジヱクトチーム（農地PT）が国に対して要請活動を行

い導入された制度です。県内市町への情報提供等により指定申請を働きかけ、 19市町

（平成31年4月1日現在）が指定市町村の指定を受けました。
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6 荒廃農地の発生抑制や耕作放棄地の再生を図る激組の推進

三重県農業再生協議会の地域ブロック会議において、国の交付金の活用による耕

作放棄地の再生に向けた対策の周知を悶りました。国の交付金を活用し、 6.11haの

耕作放棄地が再生され、大麦若葉（鈴鹿市）やマコモ（菰野町）などの栽培や、イ

チゴハウスの整備（大紀町）など、荒廃農地を再生する取組が進められました。

三埜型型旦〉
① 営農の高度化、効率化を図るための農業用水路のパイプライン化やほ場の大区画化

などの農業生産基盤の整備を計画的に進めるとともに、土地改良市i度の見直しにより

創設された農地中間管理機構と連携した基盤整備事業の活用に取り組むなど、さらな

る農地の集積を進めていきます。

② 「三重県農業版BCP Jの普及啓発を実施し、農業関係施設におけるBc Pの策定

を支援します。

③ 優良な農地の確保に向けて、農地転用許可制度等の適切な運営を図るとともに、耕

作放棄地の発生抑制等を図ります。
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【基本事業II-5] 農斎産技術の研究開発と移転

三基本事業の取組方向ル
多様化する県民の皆さんのニーズに対応するため、機能性農産物に係る生産技術、 ICT （情

報通信技術）や口ボット技術を活用した高品質安定生産技術の確立、省力かつ安定生産が可

能な新品種の開発等を行うとともに、農業者や食品産業事業者等への移転を通じて、県民の

皆さんの皇室かさにつながる新たな商品やサービスの提供を促進します。

災；；：＆.Ji鎮男事悪 ふ
農業研究所および畜産研究所が取り組む研究開発から生み

農苦言産技術の開発成果が活用｜出された成果のうち、次の①②のいずれかに該当する技術が

された商品等の数（累計） ｜活用された農業者等の商品やサービス等の件数（累計）

①隣発技術、②県が開発した特許・品種等

主号壊の毒事楼按理ふ

平成27年度
｜平成28年度｜平成29年度i平成30年度

（計画策定詩）

平成31年度｜平成37年度

（行動計画 i（基本計闘

の毘襟） I の目標）

罪行~二十；；：；－卜；：日：；；；l円_j_ 35~1！＿~ 
達成率 100% 100出 100目

:30年度評価

農業研弐所では、伊賀米、伊勢茶でのド口 ン等を活用したスマート化技術の研究や、民

間企業と連携して中食・外食向けの水稲品種「みのりの郷j、「みのりの穂j の育成等に取り

組みました。畜産研究所では、優れた黒毛和種子牛の生産のための受精卵供給、飼料用稲品

種「たちすずかj の乳牛への給与技術の開発等に取り絡みました。こうした取組を通じ原発

した生産技術の移転等により、平成 30年度に 25件の新たな商品やサービスが生まれました。

引き続き、種子繁殖型イチゴ等の県独自品種の育成や ICT等を活用した獣害対策技術の

開発、高品質な牛肉生産技術の確立、地域未利用資源の銅料化等の研究など農業者や食品産

業事業者等との連携を強化して、実需者ニース、や生産現場の課題に的確に対応した計酒的な

研究を行います。
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くq昨度の取組状況》
1 機能性成分に着目した農産物等生産技術の開発

① 県育成の極早生i鼠州iみかん「みえ紀南1号Jをマルドリ方式栽培（マルチ・ドリツ

プ栽培）することにより、露地栽培に比べ骨密度の低下予防が期待できる自クリプ

トキサンチンの含有量が増加することを確認しました。

② 機能性の高いゴマ新品種「jこしきまるJについて、民間企業と連携し、収穫作業の

省力化を図るため、民間企業と連携し、成熟前に萌の状態でコンパインを煎いて収穫

する機械化体系を確立しました。また、ゴマ栽培に取り組む県内外の経営体に対して

調査を行い、経営評価を行うための労働待問や生産費等のデー告を収集しましたロ

③ 骨を強化する成分であるビヲミンKを多く含むモロへイヤについて、遮光と窒素施

犯管理を組み合わせることで、ピヲミンKの含有量をより高められることを確認しま

した。

2 農業生産の持続性・効率性・安定性を高めるための技術開発

① 伊賀地域で高品質米を生産する農家の栽培記録デー久生育環境等を分析し、その

栽培管理技術を見える化しました。また、イネを栽培中の水田をドローンにより撮影

して取得した数値（様生指数 NDV i値）とイネの生育量との相関関係について検

討しました。さらに、水稲の生育状況に基づく的確な対策に資するため、メッシュ気

象デーヲを活用した高精度な水稲生育予測システムを開発しました。 （再掲）

② 二番茶の成分品質の向上に向け、全皇室素含有量を高める刈取り適期等を明らかにす

るとともに、適期作業の予測を可能とするメッシュ気象デ－3を活用した茶生育予測

システムの開発に取り組みました。また、広域匿場の生育診断へのドローンの活用に

向け、植生指数と茶の品種や茶樹の生育量との関係を調査しました。 （再掲）

③ 園芸施設における環境制御の低コスト化を実現するため、植物工場三重拠点のトマ

ト栽培区聞において、民跨企業と共同で、各種の環境測定デ一世を収集し、観測装置

の設置点数を最小化するための分析を行いました。

④ 小麦の単収向上に向け、排水性と土壌物理性の悪化による排水不良iま場をチゼル深

耕体系によって改善する技術を開発し、収量を2割程度増加できることを実笈しまし

た。

⑤ かぶせ茶としての適応性が高い茶品種「きらり31」の早期の普及・産地化に向けて、

短期間に増殖できるセル苗の生産及び栽培管理法在確立しました。

⑤ 通信機能でつながった人工知能（AI ）による病害虫の診断精度を向上させるため、

ナスの病害虫 10種類の病徴や食害痕等 9,60J枚の電子闘像を学習デー告として収集

しました。

⑦ カキ品種「前川次郎Jを年末高材として有利販売できるように、予冷処理とポリ偲

装を組み合わせた長期保存技術を隣発しました。
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③ シカによる農業被害軽減を図るため、産学官共同により、高齢者が少人数で設置可

能な簡易大型鑑を試作し、捕獲実証を行いました。

⑨ 亜熱帯果樹であるパッションフルーツの早期多収を実現するため、鉢吊り下If方式

の栽培法を開発し、従来の栽培方法に比べ約3倍の収量が得られることを実証しまし

た。

3 消費者ニーズ等に対応した新品種の開発

① 外食圃中食を中心とした業務用米への需要に対応するため、民宿企業との共同研究で

多収性！こ優れる水稲品種 fみのりの郷Jと、粒が大きく極良食味の「みのりの穂Jを開

発し、平成30年 10月に品種登録出願を行いました。

② 県育成イチゴ品種「かおり野Jの後継品種となりうる高品質・高価格対応の新品種関

発を進めるため、種苗メーカーと相互に特徴ある育種母本を交換して交配し、有望な系

統の選抜を進めました。

③ 日本で初めて実用化した種子繁殖型イチゴ品種「ょっぼし」の国外への種苗不正流出

を防止するため、パートナー企業2社と連携して、海外 12ヶ国での品種登録出願を行

いました。

4 農業経営体等への支援方策の策定に資する調査研究

① 農業経営体や農福連携に取り組む福祉事業所等におけるGA p （農業生産工程管

理）認証取得を推進するため、経営改善事例集の作成に向け、祭内の国際水準GAP 

の認証を取得した農場lこアンケー卜調査を行いました。

② 農業経営体の6次産業化や産直施設の効率化、高機能化への取組を支援するため、

県内の産直施設において問題となっている物流の現状を把握し課題を整理しました。

③農業経営体と福祉事業所とのマッチングを推進するため、農福連携を行う事業者に対

し、社会的な効果や課題を明らかにするための調査を行いました。

5 ブランド牛の品質向上につながる飼養技術の開発

① 松阪牛、伊賀牛などブランド牛の飼育方法を改良し肉質や肉量を向上させるため、

籾飼料、濃厚飼料の給与方法や発酵粗飼料、飼料添加資材が健康状態や肥育成績に与

える影響を調査し、技術の普及に向けて農家研修会で結果を発表しました。

② ブランド牛に求められる細かい脂肪交雑を表す指数を過去の出荷デ イヨから解析

を行い、そのデー告を慕にし、細かい脂肪交雑を有する牛肉生産のための肉牛生産管

理技術飼養試験に着手しました。

6 受精卵移植技術の向上および未利用資源を活用した飼養技術の確立

① 受精卵移植技術を用いた和牛子牛生産体制lの確立に向l十、受精卵の販売を開始しま

した。また、ウシ卵子を凍結保存、解凍利用技術を照いることで効率的に受精卵を作

製できる技術の開発を進めました。
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② 養豚農家の収益性向上に向け、玄米状態で長期保管した飼料用米の給与試験や地域

資源である酒造詩l二排出される酒粕の飼養試験に取り組み、実用化に向けたデ 空を

蓄積しました。

7 飼料自給率の向上を図る耕畜連携技術の潤発

① 飼料用稲について、富等の研史資金を活用し、新たに開発された有望品種「たちす

ずか」の飼料価値や乳牛における給与技術の開発に取り組みました。乳牛に Fたちす

ずかJを給与することで、他の飼料用稲品種に比べて乳牛への栄養価が高まることが

確認できました。

② 飼料用米の保管コストを低減するため、メーカーとの共同研究により屋外で長懸保

管できる容器の改良等を進めるとともに、養鶏農家において長期保存玄米の採卵鶏へ

の給与試験に取り組みました。

C今必開珂コ
① 農業者や食品産業事業者等との連携を強化し、生産現場の課題に応じて計画的に

研究を行うとともに、開発した商品や技術の農業者等への技術移転を進めます。

② もうかる農業の実現に向けて、消費者ニーズiニ対応した農産物の栽培加工技術や

新品種の開発、植物工場の実証等に取り組みます。

③ 農業分野における新たな国内市場の潤拓に向け、消費者の鍵康志向ニーズを捉え

た食品・農産品の需要への対応を図るため、茶、ゴマ、薬草等について、引き続き

栽培加工技術の確立や機能性成分の調査を進めます。

④ スマー卜農業の取紐促進に向けて、伊賀米および伊勢茶について ICT等を活用

した熟練生産技術の「見える化（マニュアル化）」や情報提供の仕組みづくりを進め

ます。（再掲）

⑤ 県産畜産物の競争力強化を図るため、持続可能な肉用牛生産技術の開発や肥育素

牛確保lニ資する新技術、新たに開発された飼料用稲の乳牛への給与技術の瞬発、快

適性に配慮した豚飼養管理技術、地域未利用資源を飼料として利用した特色のある

豚肉 w 鶏肉の生産に取り組みます。
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とめざす方向、
農村で新しい価値を創出するとともに、若者の雇用創出を通じた定住につなげていくた

め、豊かな自然や美しい景観、食文化など地域の魅力を生かした地域活動の発震を支援し

ます。

また、安心して暮らすことができる農村づくりに向け、農業用ため池や排水機場等の老

朽化・耐震対策などによる地域防災力の強化や生活環境の整備を進めるとともに、多面的

機能の維持田発揮のための取組を支援します。

さらに、獣害につよい農村づくりに向け、「体制づくりJ、「被害防止」、「生息数管理」、

「獣肉等の科活用Jに総合的に取り組みます。

ギ義泰男嬢損摸ムミギ
農山漁村において、農山漁村の暮らし、食文化、農林水産

業等を身近に体験することのできる施設（観光客実態調査対

象施設を除く）の利用者数

じ：明察92J農務総翼ふ
平成27年度

｜平成28年度｜平成29年度 i平成30年度
（計画策定時）

令和元年度 i令平日7年度
（行動計画！ （基本計画
の目標） ！ の目標）

；：：市~
1, 430千人 I1, 457千人 I1, 484千人 I1, 646千人

(28年度） I (29年度） I (}O年度） J （~（）年度）

~o年度評価

1, 440千人

(28年度）

1, 476千人
(29年度）

農山j車、村起業者養成講座の開催やアウトドア用品メーカ との連携による都市部での情報

発信などに取り結み、呂標を達成しました。

5つの取組目標についても、農山漁村観光モデルの創出や多面的機能を支える共同活動の

取組拡大、農業用ため池等の訪災対策、中山間地域農業の振興を起点とする雇用創出の促進、

獣害対策の指導者育成などに取り組み、達成しました。

今後も、交流人口の拡大に向け、本県の豊かな自然を生かした交流や地域資源を活用した

付加価値向上の取組や、農山漁村での周遊・滞在に結び付けていく体制づくりを促進すると

ともに、「回国回帰」の動きなども踏まえ、若者等の移住、さらには定住！こつなげていきます。

【基本事業1】地域の特性を生かした農村の活性化

【基本事業2］多面的機能の維持・発揮

【基本事業3】災害に強い安全・安心な農村づくり

【基本事業4］中山間地域農業の振興

【基本事業5］獣害につよい農村づくり
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1【基本事業m-1J 地域の特牲を生かした農村の活性化

九～基本事業の取組方向.・.・・ ・・c_; 

人や産業の活動が活発な農村の実現に向け、本県の豊かな自然を生かした交流や若者の移

住につながる取組、農家レストランや農家民宿、加工・直売など地域資源を活用した付加価

値向上の取組を促進するとともに、農村での子ども・学生グループによるふるさと体験や企

業との交流活動を促進します。

また、都市部に住む若者を中，c,，とした田園回帰志向などをふまえ、農業への就労を通じ農

村への移住を促進するため、農村の暮らしや農業を実体験できる農業就労体験プログラムを

実施するとともに、体験者の受入体制づくりを進めます。

農山漁村における、地域の農林水産物をはじめ、自然、

文化、人材等の豊かな地域資源を生かした活動の取組数

（累計）

ぷふた0~；務男擦ぷぶ三

農山漁村地域資源活用取組ネ

ットワーク参加件数（累計｝

同盟諸
埜
早

速
一
平
合

：
 

穣
… 令和7年度

（基本計盟主

の目標）

令和元年度

（行動計画

の呂穣）

平成30年度平成29年度平成28年度

目標値 I------------ 185件 I 200件 I 215件

実績徳 I 17C件一i 187件 I 201件 I 21 s件
命h 吟←｛吋 一T一一一一

達成E事I------------- I 100% I 100% I 100% 

一三竺竺 J 3~~~件一

に；」i?9年度喜子側J

農村の資源と都市のニーズを結んで新しいピジネスを作り出すコ ディネーヲーの養成や

豊かな自然を体験という形で生かした交流の促進、専門家派遣による新簡品 新サービス開

発の支援などに取引組み、自標を達成しました。

農山漁村の交流人口を拡大させるため、引き続き、本県の豊かな自然を生かした交流や地

域資源を活用した付加価値向上の取組表促進するとともに、地域の多様な主体の連携を強化

することにより、農山漁村での周遊・滞在に結び付けていく体制づくりに取り組みます。さ

らには、「団富田帰」の動きなどを踏まえ、若者等の農村への移住、さらには定住につなげて

いきます。
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く;30存度φ取組状況Jコ
1 農村の豊かな資源を活用した「地域資源活用型ピジネスJの取組の拡大

① 農村の有する豊かな資源を活用した農村起業を促進するため、農山漁村起業者養成

講座を開催し、農村の資源と都市のニーズを結んで新しいビジネスを作り出す人材の

育成に取り絶みました。平成30年度の講座修了者は12人で、これまでの同様の講座の

修了生を含めると100人となりました。当講座がきっかけとなり、自身の海外での生

活を活かした農山漁村でインバウンドを受け入れるための農林漁業体験民宿の開業

など、新たな発想による農村活性化の取組が生まれています。

② 地域資源活用裂ビジネスの取組を進めるため、専門家派遣（10回）により、地域の

食材を活用したお弁当の原価計算の検討手法や農泊を推進するための農林漁業体験

民宿の開業支援等を支援しました。地域資源活用型ビジネスの取組数は215件（対前

年14件増）、取紐団体の交流入口は対前年2.5%増となり、地域の活性化につながる成

果がみられました。

③ 都市と農村の交流を促進するため、農村の魅力や農村で楽しめtる旅の情報を集めた

広報誌 f三重の里いなか旅のススメ2018Jを発行して情報発信を行うとともに、旬の

情報をホームページやメールマガジンiこより発信しました。

④ 農村を繰り返し訪れるファンを増やすため、県内外のイベントや首都圏で三重の農

村の魅力をPRするとともに、「三重の里ファン倶楽部」の会員を募集しました。三

重の塁ファン倶楽部会員数は8,445人（対前年408人増）となりました。

⑤ 地域全体でインバウンドの受入をめざそうとする協議会組織に対し、専門家派遣の

実施によザ、地域をコーディネートしながら農村観光をプロデユ スできる人材の育

成を支援しました。また、インバウンド誘致に向けた農泊推進セミナーの開催などを

通じ、地域全体の意識向上を濁りました。

2 海－山・川などの豊かな自然を生かした交流の拡大

① 活動団体や農林水産事業者、アウトドアスポーツ関連の企業大学や市町等で構成

する「三重まるごと自然体験ネットワーク」 （会員数174団体）の会員同士の連携強

化や情報共有を図るため、交流会（ 1回）やテーマ別研修会（2回）を凋催しました。

② 自然体験活動を展開する人材を育成するため、 12人の活動実践者に対し、安全管理

技術研修会等への参加を支援しました。

③ 自然体験プログラムの魅力向上を図るため、インバウンド向けのカヤックツアーな

ど新たな自然体験プ口グラム作りに敬り組む団体（4件）に対して支援を行いました。

企業、市町、活動団体等と連携し、自然の循環を体感する環境スポーツイベント「S

EA TO SUMMI T」 （参加者191人）を県内で開催しました。

④ アウトドア用品メーカーと締結した包括協定に基づき、当該メーカーのイベント

（横浜1回、大阪1回）への出援や名古屋の店舗での情報発信（ 1回）を行うととも

に、観光イベントへの出展などにより、三重の自然や自然体験の魅力を発信しました。

⑤ ネットワーク会員が 主主に会して三重の自然体験プログラムを紹介する f三重まる
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ごと自然体験ln四日市ドーム」 （参加者5,600人）を開催しました。

⑥ 熊野古道や熊野灘など三重の自然の魅力を広く発信するため、自然を体感しながら

旅をする「ジャパンエコトラックJの登録に取り組み、伊勢熊野エリアがジャパンエ

コトラックの公式エリアに愛録されました。

3 企業や学校等と連携した農村生活体験活動の促進

① 子どもや学生による農山漁村地域でのふるさと体験汚動を促進するため、子ども＝

学生のグループの受入をめざす2地域に対し、体制の整備を支援しました。

② 体験活動の実践者に対し、体験プログラムの安全管理をはじめとした安全管理対策

に隠する研修会（ 5協議会を含む 28人が参加）を開催するとともに、子ども 学生

のグループを地域で受け入れるためのインストラクターのレベルアップを目標とし

た講座を開催し、 9人がカリキュラムを修了しました。

③ ふるさと体験活動の受けJillとなる農林漁業体験民宿の開業を促進するため、松阪市

において f農林漁業体験民宿開業セミナーJ （参加者 44人）を開催した結果、農家

民宿の開業件数はのべ 65件（対前年9件増）となりました。

④ 企業と農山漁村の双方にメリットがある交流協働活動の創出をめざし、リ フレ

ツ卜配布やワークショッブの開催、事例報告などにより、情報発信を行うとともに、

農山漁村との連携に関心のある企業等に対して、研修会を3回（参加者延べ 104人）、

現地ワークショップを5地域（企業参加者延べ 10人）で開催しました。これらの取

組を通じ、新たに多気町、四日市市で活動がスヲ トし、農山漁村と企業の協働活動

件数は 14地区となりました。

4 農業への就労を通じた農村への移住促進

① 農山漁村体験ツアーなどの情報発信として、合同移住セミ （名古屋）での体験

ツアーの案内、 J01 N移住交流＆地域おこしフ工ア（東京）ゃいいね！地方の暮

らしフ工ア（東京）での農山漁村地域の魅力発信を行い、ツアーへの誘導や農山；語、村

地織の暮らしを発信しました。

② 「自然体験をとおした農山漁村への移住のススメ研修会Jを開催し、主に移住や農

林漁業の担当職員を対象として、各地の事例を学び、ワークショップにおいて意見交

換することで、各地での受入体制づくりをすすめました。
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① 農家レストランや農林漁業体験民宿など地域資源を活用したビジネスの取組拡大

と集客力向上に向け、起業者養成講座等による人材育成や継続的な情報発信に取り組

むとともに、さまざまな主体との連携を図り、農泊など新たな集客“交流をプロデユ

ースする組織・人材を育成します。

② 三重を自然体験の聖地としていくため、「三重まるごと自然体験ネットワーク」の

連携をさらに強化し、自然を生かしたプログラムを提供できる人材の育成、周遊ルー

トの体制整備、魅力的なイベン卜の開催、企業と連携した自然体験の魅力発信などに

取り組みます。

③ 農業へのU I 5'ーンによる就業を促進するため、農業就業体験の充実を図ります。

また、農林漁業体験等の提供団体安広報するパンフレットを作成し、「ええとこやん

か三重移住相談センヲ 」を通じた情報提供や、 年中いつでも三重の農村を体験

できるように情報発信することで、農村地域への移住を進めます。

④ 過疎高齢化や農林漁業の低迷などの課題がある一方で、豊かな地域資源を持つ農山

漁村と、社会貢献や社員の福利厚生、新規ピジネス展開を検討する企業とが、お£iい

に結びつくことで双方がメリットを受けつつ、多様な主体が農山漁村を支える新しい

関係づくりをめざします。
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【基本事業m-2J 多面的機能の維持・発揮

えiえ川基本善悪業φ取組塑ι；以
県土の保全、水源かん養、良好な景観形成など、農業・農村の有する多箇的機能を維持

発揮させるため、農地・水路田農道等の地域資源の保全活動や景観形成活動など、多面的機

能を支える共同活動への支援を行います。

また、これらの活動へ若者や女性、都市住民、企業など地域内外からの多様な人材の参画

を促し、さらには、これらを通じた収益活動への誘導を図り、地域活動の活性化につなげま

す。

司 農林業センサスにおける農業集落のうち、農業・農村の有
多面的機能維持・発簿のための i

ヨする多面的機能の維持・発揮を図るための地域活動に取り組

おぶ里親嬰嬢 シ

地域活動を行う農業集落率
む集落の割合

必震1要匁薫按j主主里ゑ

平成27年度 j平成28年度i平成29年度 i平成30年度
〔計画策定時）

令和元年度

（行動計画

の目標）

令和7年度

（基本計画

の目標）

；立同五日－~－－＋－ ~~－ ~~·J· ~~：~~： J _53：~~ j －~~. 9~ァ
達成率 100% 100% 100% 

てι30年度評価一

農地や農業用水路、農道など、地域資源の維持保全活動や景観保全活動等の取総拡大に向

け、説明会の開催や活動組織間の情報交換の機会提供に取り組み、多面的機能維持・発揮の

ための地域活動を行う農業集蒸が 1,101集落（対前年21；集落増）となり、目標を達成しま

した。

引き続き、農地、農業用水路、農道等の地域資源の維持管理や農業用用水路等の補修を行

う活動組織iこ対して支援するとともに、多様な主体による地域資源の維持保全活動への参酒

を促し、多面的機能を支える共同活動等を持続的に発展させていきます。
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く.30九年度の取組状況〉

1 農地、農業用水路、農道等の資源や景観の保全活動等~茎翠

① 平成27年度に法制化された臼本型直接支払制度（多面的機能支払）の取組拡大およ

び適正執行に向け、国および市町と連携しながら、説明会を開催し制度の活用を推進

しました。（14回、延べ446人参加）

② 農業の多箇的機能の維持増進に向け、国の多額的機能支払交付金を活用し、農地・

農業用施設の維持保全活動や、生態系、景観の保全、農村文化の維持伝承活動等を支

援しました。取組実績は1,014集落（対前年23集落増）、 28,367ha （対前年582ha増）

となり、拡大しています。

③ 活動組織聞の情報交換や取組内容の質の向上仁向けて、活動報告や実践者向けの参

加型研修などを行う「第11[国みえのつどいJのほか「地域単位で実施するつどい」、

「現地研修会」を開催しました。 (11回、延べ 2,261人参加）

④ 取組に対する県民の皆さんの理解を促すため、祭有施設に多罰的機能支払活動を紹

介するパネルやフォトコンテスト応募作品の展示、県内の取組地域で収穫された農産

物の展示等を実施しました。

2 多面的機能を支える共同活動への多様な人材の参画および収益活動の促進

① 農地等の保全活動への多様な人材の参画を促すため、各種説明会や「つどいJ等の機

会を通じ、住民の皆さんが参加しやすい収穫祭の取組等の先進事例の情報を提供しま

した。

② 多面的機能を支える共同活動の持続的発展に向け、集落営農組織との連携により農

産物のブランド化や収益活動につながる取組を支援しました。

3 農地や水路、ため池などに生息する動植物の保全

農業農村整備事業に伴う工事が希少生物等に与える影響を回避・軽減するため、

事業実臓を予定している 14地区において、生態系の事前調査を行いました。また、

事業が完了した地区について、生態系の事後調査を行い、絶滅危恨穫の動植物の保

全ができていることを確認しました。

C今後の取組方向ヨ
① 農業・農村の持つ多箇約機能を十分に発揮させるため、将来、地域の担い手となる

子どもたちなど多様な主体の地域活動への参加を促し、地域資源の維持保全活動や

地域における農業生産活動等に取り組む地域を支援します。

② 農地や水路、ため池などに生息する動植物の保全に向け、農業農村整備事業を実施

する地域において、引き続き、生息する動植物の事苅調査および事後調査を行い、生

態系！こ配慮した工法の検討および検証を行います。

ra 
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【基本事業ill-3] 災害に強い安全・安心な農村づくり

基本事業φ取組方向＜
災害に強い安全・安心な農村づくりに向けて、南海トラフ地震や激化する自然災害に備え、

農業用ため池や排水機場、用排水路等の老朽化・耐震対策などのハード整備とハザードマッ

プ（災害予測図）作成などのソフト対策を計底的に進めます。

また、農村における生活の利便性の向上や地震等災害の発生に備え、農道や集落道の計画

的な整備を進めます。

ム罪頼関携え
｜ため池および排水機場の整備

により被害が未然！こ防止され

る面積

耐震対策および長寿命化の緊急性が高い農業用ため池お

よび排水機場の被害想定面積のうち、それらの整備が進めら

れることにより、被害が未然に防止される面積

ぶ思擦り薫竣接現ジ I , i令一

令和7年度
平成27年度

平成28年度 平成29年度 平成30年度 （行動計画 （基本計画
〈計画策定時）

の目標） の目標）

言~r~~s引··~~~~~···
2 922ha 2, 946ha 3, 357ha 5, 500ha 

2, 922ha 2, 946ha 
一一一一一一......... ----.-.. ·－－ー一一··－·＿：；.：：：寸ι－－－－－－－－－－－··一一－－－－町三~

1m% 100首

30年度評｛誕））

基幹的水利施設の機能保全対策を実施するとともに、市町と連携して、農業用ため池、排

水機場、および海岸堤防の防災対策を計画的に進めた結果、自標を達成しました。

引き続き、災害に強い安全・安心な農村づくりに向けて、農業用ため池等の老朽化・耐震

対策などのハード整備とハザートマップ（災害予測図）作成などのソフト対策を計画的に進

めます。

可，，rD
 



く30械の取組状況〉

1 農業水利施設の適切な維持管理の促進とライフサイクルコストの低減を図る裕

盤皇室旗
① 基幹的水利施設の長寿命化を図るため、機能診断の結果に基づき、 11地区j二おい

て老朽化施設の補強や緊急補修などの機能保全対策を実施しました。

② 用水管や用水路の劣化状況等を調べる機能診断を6地区で実施し、それぞれの地

区において機能保全計酒を策定しました。

2 農地や農村の防災対策の計画的、効率的な推進

大規模地震や局地的な自然災害からの被害を軽減するため、市町と連携して、農

業用ため池（10地区）、排水機場（ 6地区）および海岸堤防（ 3地区）の防災対策

を実施し、農業用ため池1地区及び排水機場1地区で事業が完了しました。

3 農道や集落道の計画的な整備と保全対策の推進

① 農業の生産性の向上と農産物流通の合理化を図るとともに、農村の生活環境を改善

するため、地域や市町と連携して、農道の整備（ 1地区、 0.2km）、集落道の整備（ 2

地区、 1.2km）を進めました。

② 農道網の整備や県道整備による交通震の増加・大型車交通量の増加、および経年変

化による路面の劣化が生じているため、農道の保全対策（4地区、 1.5km）を進めま

した。

4 農村における生活排水処理施設整備の計画的な推進

農村地域の生活環境と水質の改善を図るため、市町と連携して、県内の3地区に

おいて農業集落排水事業に取り緩みました。

5 農業用水等を活用した小水力発電等の導入促進

平成26年度i二策定した「農業水利施設を活用した小水力発電マス聖一プラン」を

墓に、 2地域において、小水力発電の導入に向けた普及啓発に取り経みました。

① 農業用ため池の決壊による被害や、農業用排水路なと、の洪水による宅地、公共施設

などへの被害を未然に防止するため、引き続き、ため池や排水機場等の耐震対策およ

び長寿命化に取り紹みます。

② 農村地域の利便性の向上や生活環境の改善を図るため、引き続き、地域の合意に基

づき、集溶道路や集落排水路の整備を計画的に進めます。
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［基本事業班ー4] 中山筒地域農業の振興

、基本事業の取組方向
中山間地域農業の振興を起点iこ、県内外から若者を呼び込み、地域活力の向上を留るため、

巣、市町や生産者団体等の関係機関が参画する「農村雇用創出プロジェクトチーム」を設置

し、産地強化や有機農業、 6次産業化、集客交流の取組など、地域の特性に応じた雇用の創

出や若者の移住等に向けたプロジェクト活動を展隠します。

また、中山間地域等の農地の耕作放棄を未然に防止し、適切な農業生産活動が持続的に行

われるよう、生産条件jこ関する不利を補正するための支援を行うとともに、持続的な営農体

制の構築！こ向けた支援を行います。

ι鞠易黒斗
中山街地域農業を起点とした E

I 中山間地域農業を起点とした濯用の創出に向け、総合的な
援用創出lこ取り組む集落数 i

｜支援を展繍するプロジェウト活動の取組集落数（累計）
（累計） ' 

長男嬢.~進壊按~.ゑ

平成27年度 i平成28年度！平成29年度l平成30年度
（言十底策定

令和元年度

（行動計額

令和7年度

（基本計姐

の目標） ｜ の百標）

：；；ド正I：~：－－ ＋－~~－＋－ ＋：~：－l 竺斗叫ァ
達成率 100% 100% 100% 

_3p年度評価

中山潤地域において、地場資源活用主主の雇用の創出に取り組む地域への支援などに取り組

み、目標を達成しました。また、日本型直接支払制度（中山間地域等直接支払）等により、

中山間地域における持続的な営農体制の構築に向けた取組を進めました。

引き続き、各種支援制度の活用により、中山潤地域における集落営農組織の育成や法人化

を進めていくとともに、中山陽地域における雇用創出に向けた取組の拡大に向け、モデル事

例を水平展開していきます。
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く30.年度の取組状況〉
1 中山間地域農業を起点とした雇用創出への取組支援

平成27年度および平成28年度に支援したモデルブ口ジエクトのうち、地域資源活

用型の雇用の創出に取総む地域では、 1地域で新規雇用（ 1名）があり、 2地域で

研修生が就農や就農に向けた準備を開始しました。

また、モデルプロジェク卜の水平展開に取り組み、 4地域において特定非営利活

動法人等での新規雇用（4名）や農村地域団体での新規就農に向けた研修生の受け

入れにつながりました。

2 中山間地域等における平地地域との生産格差を補正するための支援

① 生産条件が不幸IJな中山間地域等における農地の耕作放棄を未然に防止するため、日

本型直接支払制度（中山間地域等亙接支払）を活用し、中山間地域等の傾斜農用地等

において、 5年以上耕作を続ける集落協定を結んだ農業者に対し、交付金を交付しま

した。取組実績は 219集落、 1,728ha （対前年 22ha増）となりました。

② 中山陣地域において集落営農組織への農地集積・集約化を進めるため、日本型直接

支払制度（中山間地域等直接支払）を活用している集落等を対象に、優良な営農事例

の水平皇室聞を図りました。

3 中山開地域等の条件不利農地における持続的な営農体制iの構築（再掲）

① 水閏営農システムが確立されていない地域において、話し合いの場の設定などにより

集落の合意形成を進め、中山局地域における集落営農組織数は 166組織（対前年1組織

増）となりました。

② 集落営農組織が育成されている地域では、法人化や経営の多角化等による経営の発展

に向けた働きかけを行いましたが、中山間地域における集落営農組織の法人化数は前年

度から変わらず40組織となりました。

4 中山間地域の活性化を図る農業生産主主盤整備と農村生活環境整備の実施

① 農業の生産条件等が不利な中山間地域の活性化を図るため、地域や市町などの調

係機関と連携しながら、 6地区において、農業用用排水路や農道整備など、農業生産

基盤整備に取り組み、農業用用排水路2か所（整備延長0.Bkm）、農道整備1か所（整

備延長。‘ 2km）において事業が完了しました。

② 農業生産基盤の整備と併せて、集落道路や集落排水路などの農村生活環境整備を

実施し、集落道路2か所（整備延長1.2km〕において事業が完了しました。
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lll-5] 獣害！こつよい農村づくり

口基本事業の取組方向
獣害対策に取り組む集落づくりに向け、地域＇）ーダ…の育成や捕獲者の確保などの人材育

成と集落等における「体制づくりJを進めるとともに、集落ぐるみによる野生鳥獣の追い払

いや集落による捕獲等を進める「被害紡止」に取り組みます。

また、野生動物との適正な共生をめざし、ニホンジ力の生怠数推定やサル群れの状況のモ

ニヲリングを基礎とした偲体数議整を行う「生息数管理Jに取り組みます。

さらに、「獣肉等の利活用」を促進するため、 rwみえジビエ』品質且衛生管理マニュアルJ

の普及やマニュアルを遵守した事業者を登録する「みえジピエ登録制度」の拡大などに取り

組みます。

込仏理解壊さぷ叫

野生鳥獣による農業被害金額 lニホンザル、ニホンジ力、イノシシ等による農業の被害金額

ぷ原療の義務~9＆，シ
平成27年度

｜平成28年度｜平成29年度 l平成30年度
（計画策定時）

令和元年度

（行動計画

令和7年度

（基本計画

の目標） I の呂襟）
273百万円 I258百万円 I242百万円 I226百万円 I132百万円

目標値i ／／  ｜ 以下 ｜ 以下 I 以下 I 以下 ｜ 以下

.. ~. (?Z年度）｜ ¥28年度） 1 （~9年度2 J ＼~Q年度）｜ (36年度）

289百万円 I268百万円
実績優｜ ｜ 

(26年度lI (27年度）

達成率 100% 

3.0年度評価

229百万円 I235百万円

(28年度） I (29年度）

100% 100% 

野生鳥獣による農業被害の減少を早急に図るため、「体制づくり」、「被害防止」、 f生息数管

理」、「獣肉等の利活用」の総合的な対策を進めてきたことにより、農業被害金額は、目標を

達成しました。

一方で、県内の集落を対象としたアンケー卜読査では被害の減少は十分に実感されていな

い状況にあることから、地域の皆さんが被害の軽減をより実感できるよう、さらに取り組み

を進めます。
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。0年度の取組状況〉
1 獣害につよい集落づくり

① 集落座談会や研修会の開催等！こより、獣害対策に関する意識啓発を進めた結果、獣

害対策の体制づくりに取り組む集落は新たに28集落増加し、累計では603集落となり

ました。

② 獣害につよい集落づくりへの機運醸成と県民の皆さんの獣害対策への理解促進を

図るため、「獣害i二つよい三重づくりフォーラム」（約320人参力O）を凋催しました。

フオ ラムでは地域住民が一体となって被害を大幅に軽減した事例など、優良活動の

表彰や発表を行い、獣害対策に対する地域住民の意欲を喚起しました。

③ 地域の獣害対策を担う人材を育成するため、指導者育成講座を4回開催（延べ135

人参加）しました。

2 野生鳥獣による被害防止対策の推進

野生獣の追い払い活動など、被筈防止の取組や侵入防止嬬整備（整備延長 11市町

43km （累計 23市町、 2,079km〕など、市町が主体となった地域協議会の取組に対し

ての支援を行いました。また、 23市町に対して捕獲活動支援を行いました。

3 地域における持続可能な捕獲体制の整備と捕獲活動の支援

① 地域の捕獲力強化に向け、国の鳥獣被害防止総合対策交付金の活用や祭事業を通じ

て有害鳥獣捕獲への支援を行った結果、イノシシ、シ力、サルの捕獲頭数は 24,971 

頭となりました。また、捕獲カを維持・拡大するため、市町等が行う有害鳥獣捕獲活

動や各捕獲隊等の活動体制強化を支援しました。

② 地域における持続的な捕獲体制の構築に向け、 6協議会の活動を支援し、行政境界

近辺における広域捕獲や複数の集落が連携する共同捕獲を進めました。

③ 鳥獣捕獲者の確保に向け、 「獣筈！こつよい三重づくりフォーラムJにおいて、狩猟

免許取得支援コ ナ を設けるとともに、狩猟免許試験を3回開催することで、 360

人が新たに狩猟免許を取得しました。また、狩猟免許更新講習を各地で 31回開催し、

狩猟免許の更新率を高めました。

4 野生鳥獣との適正な共生をめざした生息数管理の実施

第 12次鳥獣保護管理事業計画および第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ、イノ

シシ、ニホンザル）に基づき、適切な生患数管理による野生鳥獣との共生をIZIりま

した。また、生息密度が嘉いものの捕獲が進んでいない鉄道沿線地域等において、

県が猟友会に委託しニホンジ力の捕獲に取り組み、 443頭を捕獲しました。
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5 獣肉等の利活用の促進

① 新たに 1so22mo c食品安全マネジメントシステム）の考え方に基づいた「みえジビ

工フードシステム衛生・品質管理マニュアルjや、一定の衛生管理の知識等を有した

捕獲者や解体処理者などの人材の登録を加えた「みえジピエフ ドシステム登録制

度Jを制定しました。

② 県内のみえジどエ解体処理事業者を対象に、食中毒菌や放射性セシウムのモニヲリ

ンク検査（計 24検体）を行い、みえジピエの安全性を確認しました。また、みえジ

ビエの利活用促進に向け、察内外の飲食店に対して食材提案を行いました。

ぐ今後の取組方向〉
① 集落代表者アンケ トで獣害が大きいと回答した集落に対して、市町と連携し、獣

害対策技術の情報提供や集落内での合意形成を濁り、獣害対策に取り組む集落づくり

を推進します。

② 地域の獣害対策を担う人材を育成するため、基礎および実践的内容の研修会を開催

し、獣害対策の指導者の育成町確保を図ります。

③ 野生鳥獣による被害を減少させるための「被害妨止Jの取組として、集落ぐるみに

よる野生鳥獣の追い払いや侵入防止榔の整備などへの支援、大量捕獲技術等の普及、

組織的な捕獲の推進などによる捕獲力強化への支援を行います。

④ 二ホンジ力、イノシシ、ニホンザルの「生息数管理」を適切に行うため、生息状況

のモ二合リングを着実に実施するとともに、現状の捕獲頭数を今後とも維持・拡大す

るため、狩猟免許所持者の確保に向けた取組を進めます。

⑤ ニホンザルについては、第二種特定鳥獣管浬計画に基づいた計眼的な偲体数調整を

進めるため、サル群の管理計闘である地域実施計画の策定を市町に｛足します。この中

で、加害レベルの高いサル群について、大量捕獲技術等を活用した対策を進めます。

⑤ 個体数の増加が著しいこホンジ力については、第二種特定鳥獣管理計画に基づいた

県による捕獲を積極的に進めます。

⑦ みえジピエの一層の消費拡大を~るため、みえジビエ登録事業者等により設立され

た「みえジピエ推進協議会」と連携し、商品開発や販路拡大などの取組を進めます。

また、「みえジビエフ ドシステム衛生 E 品質管理マニュアル」および「みえジビエ

フ ドシステム登録制度」の適正な運用により、みえジビエのさらなる安全性や品質

の確保に努めます。
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めざ家方向一
豊かで健全な食生活への志向が広がる中、祭漢の皆さんの「食」に対する多様な期待に

応え、農業農村の有する新たな価値を提案できるよう、産学官の連携による新たなビジ

ネスの創出や食のバリューチェーンの構築、イノベ シヨンを担う人づくり等を進め、地

域の特徴を生かした競争力のある農産物の生産につなげていきます。

また、魅力ある県産品等が数多く生まれる中で、企業等と連携しながら、新たな価値や

魅力を的確に消費者！こ伝えていく取組を進め、県産農産物の認知度向上を図ります。

；時開糟与
魅力ある県産農林水産物や加｜ みえ県民意識諮査で、魅力ある県産農林水産物や

ヱ品が販売されていると感じ

る県民の部合

加工品が販売されていると f感じる」「どちらかとい

1 えば感じる」と回答した県民の割合

月援強糊札
平成27年度

（計爾策定｜平成お年度｜平成29年度｜平成30年度

時）

立：－M正－－~－－－－~~：－~i－－－－－~－－－－－1~：

( .. ~o年度評価二〉

令手口元年度

（行動計画の

目標）

50. 0出

令和7年度

（基本計画

の巨標）

60. 0出

基本目標を達成できませんでしたが、首都圏等ホテル・レストランでの三重県フ工アの凋

催や、県産農林水産物の叛売拡大を図る「三重県農林水産品販売拡大戦略」に基づいたプロ

モ シヨンなどにより 3つの基本事業の目標値を全て達成するなど、おおむね計酒通りに進

捗しているものと判断しています。

今後は、県ilf_］量産物の価値や魅力の向上と県民等への発信により 層注力するとともに、

東京2020オリンピック・パラリンピックとその先を見据えた新たな価値の創出、イノベーシ

ヨンを担う人材の青成などに取り組みます。

［基本事業 1］食のバリューチェーン構築による新たなビジネスの創出

【基本事業2］県産農産物の魅力発信

【基本事業3］イノベ シヨンを担う人づくり
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【基本事業W-1] 食のバリューチェーン構築による新たなビジネスの創出

ロ基本事業の取組方向，，
競争力の強化によって、「もうかる農業」の実現につなげていくため、産学官ネットワーク

等の活用！こよる「みえフードイノベーシヨン」の形成等を通じて、農産物の高付加価値化や

販路開拓に挑戦する意欲的な農業者の取組を支援します。

また、関係する事業者の連携によって価値の最大化を図る食のバリュ…チェーンの構築を

通じて、新しい商品やサービスの開発を促進するとともに、農産物の機能性を生かした高付

加価値化や6次産業化の促進などに取り組みます。

_f，王立思網膜会主
fみえフードイノベーシ｜ 企業等との連携により農林水産資源を高付加価値化するみえフ

ヨンjから生み出される商j ドイノベ ションプロジェウ卜から生み出された商品等の売上

品等の売上額（累計） ！額（累計）

ゃ黒模g)，進嬢数理ム

目標値｜

実績値

達成尊重

平成27年度
（計画策定時）

---------- I 
9億円

.3.0年度評価

平成28年度

12億円

19億円

100% 

I i令和元年度
平成29年度 平成30年度 （行動計笛

の自標）

26億円 38億円 43億円

33億円 40億円

100% 100百

令和7年度

（基本計画

の目標）

96 j窒円

「みえフードイノベ シヨン・ネットワーク」の会員数が 639者となるなど多様な主体簡

の連携が広がるとともに、会員関の連携促進を通じて、 12の商品等が開発されたこと等によ

り、目標を達成しました。

今後も、「みえフードイノベーション ネットワーク」の取組拡大などを通じて、東京オリ

ンピック・パラリンピックとその先も見据えながら、産学官の連携促進による新たな価値の

創出に取り組みます。
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一状一
一組↓

一取一
一の一

一度一一
一年一

一

円

U
一一

戸内。～

1 みえフ ドイノベーション・ネットワ クの活用によるプロジェクト活動の支援

① 異業種や産学官の連携により、県内農林水産資源を活用した新商品開発を進める「み

えフードイノベ ション・ネットワーク」について、引き続き会員の募集を行いまし

た。ネットワーク会員は639者となり、みえフードイノベ ションの輸は着実に広がっ

ています。

② 「みえフードイノベーション シンポジウム」を凋催し（来場者108名）、会員の新

たな連携を促進するとともに、ホームページやメールマガジンによる情報発信に取り

組みました。

③ 「みえフ ドイノベーシヨン」を通じて、飲食企業による「みえジビエカレー」な

ど、新たに12の商品等が開発、販売されました。

2 食に関係する事業者の連結による食のバリューチェーンの構築

各研究所、普及セン合ーが主体となり、 IC Tを用いた中晩柑の施設栽培管理の高

度化と高品質化技術の実証、地鶏の機能性成分向上に向けた研究など9つのプロジェ

クトに取り組みました。

3 6次産業化に取り組む意欲ある生産者等への支援

① 生産者が自らの生産資源を用いて加工や販売に取り組む6次産業化を進めるため、

各地域農業改良普及セン亨ーに6次産業化担当を配置するとともに、「三重県6次産

業化サポートセンヲーJ（平成30年度受託者株式会社三十三総研）を設蓋し、 6次

産業化プランナ一派遣などにより、 6次産業化i二取り組む生産者のサポートを行いま

した。

② 6次産業化プランナーの派遣（派遣342回）や普及指導員によるアドバイスにより、

6次産業化の事業計画の作成や、 2次 ・3次事業者とのマッチング、施設整備等の支

援を行いました。「六次産業化・地産池消法」に基づく総合化事業計画の認定l立、累

計73件（平成30年度新規認定9件）となりました。

③ サポートセンヲーが主催する研修会（10回、参加者341人）や農業大学校が主催す

る連続講座（4講座、参加者159人）を通じて生産者による 6次産業化のノウハウや

知識の習得を支援しました。また、地域資源を生かした商品開発を促すため、生産者

と食関連事業者とのマッチング交流会（61社出展・参加者224人）を際催しました。
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① 「みえフードイノベ ションネットワーク」の取組を拡大するため、さまざまな

関係事業者が一堂jこ会するシンポジウムや研修会の開催等により会員の交流を促進

するとともに、特徴ある県産農産物の素材提案などを行うことで新たなプロジ工ク

トの創出や商品化に向けた取組につなげます。

② 食のバリユ チェーン構築を通じて県産農産物の高付加価値化を図るため、引き

続き、県産農産物の機能性に関する検証や農業分野における ICT活用に向けた検

証・研究プロジェク卜に取り組みます。

③ 6次産業化の促進に向けて、引き続き、三重県6次産業化サポートセン9…を通

じて、現場の課題やニーズに応じた研修会や個別相談等を行いながら、すでに6次

産業化に取り絡んでいる生産者への支援や新たに取り組む生産者の掘り起こしに取

り組みます。
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【基本事業lV-2] 県産農産物の魅力発信

一基本事業の取起竺旦
豊かな風土で生産される多彩な渠産農産物の価値を伝える取組を企業等と連携しながら進

めるとともに、来票者も意識した県産農産物の活用や地産地消 食育の推進、環境にやさし

い農業への消費者の理解増進を図る取組、ブランド力向上、地理的表示 CGI）保護制度の

活用などを通じて、県産農産物の価値や魅力に関する認知度の向上を図ります。

また、果樹、茶および集産ブランド牛肉をはじめとする県産農産物の翰出促進や首都圏営

業拠点、関西事務所との連携による県産農産物の魅力発信に取り組み、販路拡大につなげま

す。

兵山思想現壊川主

魅力発信により生み出さi 渠産農林水産物の魅力発信！こ取り組むことで生み出された連携

れた企業との連携（累計）｜企業数

ふ嬰L嬢~進i按j左翼キ

平成27年度｜平成28年度｜平成29年度 l平成30年度
（計蹟策定時）

令和元年度

（行動計画

の目標）

令和7年度

〔基本計画

の医襟）

百標値

実績値
ど： 一一i 附 ｜ ］空1空一l！！！社 J 20 」一一

78社 I 152社 I 187社
達成率 100% 100% 100% 

γ30年度評価二

首都圏等の大消費地における県産農産物などの販路拡大につなげるためのf三重県フェア」

の凋催や県内量販店等と連携した「みえ地物一番の日Jキャンベーンの実施、三重ブランド

および地産地消等の推進に取り組み、目標を達成しました。

引き続き、多様な企業等との連携jこより、伊勢志摩サミットのレガシーを生かしながら、

東京2020オリンピック パラリンピックを契機として、県産農林水産物等の価債や魅力の向

上、販路拡大などにつなげていきます。
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く3Q年度の取組状況〉
1 県産農産物の価値や魅力に関する認知度の向上、販路拡大に向けた取組

① 県産食材を効果的 E 専門的に情報発信する体制を整備し、プロモーシヨン活動を行

った結果、情報発信力の高い都市圏ラグジュアリーホテル等で延べ11件の三重県フ工

アが開催され、 117品目の県産食材の採用につながりました。

② 東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした県産農産物の販路拡大を図る

ため、県・生産団体で構成する「東京オリパラ三重県農林水産協議会」が10月に策定

した「三重県農林水産品販売拡大戦絡j に基づき、大会のあらゆる場面での使用に向

けて、戦略的プ口モーションを展開しました。

③ 東京オリパラオフィシャルパートナ である大手食品企業と連携した県康食材を

使用したアスリー卜用食メニュ や、大手航空メ 力 と連携した~際線機内食にお

ける県産食材の活用促進を図り、県産農産物の魅力を発信しました。

2 匂のおいしさや機能性などに関する情報の発信

① 県産農産物の販売促進を18るため、「みえ地物番の日Jキャンベーンを通じて、

民間事業者と連携し、県産農林水産物の旬のおいしさや調理法、生産現場の情報など

を広く発信することで、地産地消運動を推進しました。

② 環境に配慮した生産方法により栽培履歴を管理して生産されている fみえの安心食

材j を広く県民仁周知するため、プレゼントキャンベーンとあわせ、県内量販店の店

頭等において、野菜ソムリ工による PR活動を実施（14回）しました。今回のキャン

ベーンの応募総数は1,230件と、過去3聞の平均応募件数750件を上回りました。

③ 生産者への「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度Jの普及答発を図るため、

6次産業化実践研修会との同時開催により、県内5筒所で制度研修会を開催（135人

参加）しました。当制度の登録件数は1,128件（新規登録18件）、うち表示票の使用

認定件数は604件（対前年度7件減）となりましたロ

3 食育の推進

① 食育に取り組む関係団体等をメンバーとした「三重渠食育推進検討会J、ならびに

市町担当者による「三重県市町食育推進連絡会議」、県庁関係部局による連絡会議を

開催し、情報共有を図るなど連携を図りました。また、食育が地域において、より計

画的かっ具体的な取組になるよう計画の策定を働きかけた結果、策定市町数は17市町

（対前年2市町増）となりました。

② 学校給食への地域食材の導入を図るため、教育委員会や栄養教議、学校給食会など

の実需者倶~と、生産者や流通事業者など供給者側の両者が参加する「地場産品導入促

進検討会j を繍催し、地域食材の利用促進に向けた検討を行いました。この取組を通

じ、力ツ卜里芋の試作品凋発を行うとともに、農林水産業への理解を深めるための教

材資料を作成しました。
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4 県産農産物のブランドカ向上

① 特に優れた県産品とその事業者を評価認定する「三重ブランド」認定制度につい

ては隔年度の募集としており、平成30年度は新規認定の募集を行わない年度にあたる

ため、 10月iニ開催した認定委員会では、認定事業者の取組事例の調査や、 4品目（ 7

事業者）の認定更新に関する審議を行いました。

② ブランド化に向けた気遣醸成を図るため、「三重ブランドサミット2D18Jを開催（10

月、 100名参加）し、認定品の肱力を解説する基調講演や、認定事業者による取組事

例の発表等を行いました。

③ 「三重ブランドJ認定品の魅力を察内外に発信するため、平成29年度に新たに認定

した「青さのり」と f四日市高古焼」のPRツールを作成するとともに、首都圏の高

級ホテル等における PRや、食育雑誌・新聞 県公式フェイスブックへの情報掲載等

に取り組みました。

5 茶および果樹の海外輸出の促進（再掲）

① 産地としてまとまった量の伊勢茶を輸出していくため、「伊勢茶輸出プロジェクト

輸出拡大宣言Jを行った生産流速 E 販売事業者が体となって伊勢茶輸出プロジ

ェクトを立ち上げ、輸出向けの商品構成を選定するとともに、海外でのプロモーシ

ヨン活動を行うなど、輸出jこ対応した生産拡大と産地の輸出体制構築に取り組みま

した。

② 輸出を見据えた売れる茶づくりに向け、 「伊勢茶トレーサピリティシステムJの

普及拡大等に取り組み、 JGA  P認証取得件数は25件（ 5件増）となりました。ま

た、米国の残留農薬基準に対応した病害虫防徐指針の更新や、生産者の茶園で実証

展示、研修会の実施により、輸出向け技術の普及を図りました。

③ タイ向け柑橘輸出について、検疫条件の緩和に向けた二国間協議の強化を国等に

働きかけるとともに、生産流通・販売事業者が一堂に会し「南紀みかん産地拡大

宣言Jを行うなど、産地全体での輸出拡大iこ向けた取組を進めたことにより、宇イ

向けの柑橘輸出量は過去最大の43tlこなりました。

④ 柿の輸出拡大のため、香港でプロモーションを行うとともに、産地の集荷施設で

個別包装した柿の保存性および輸送性試験を実施したところ、産地から輸送された

後！こ包装した場合と比較して、現地での輸送後の状態および店頭での棚持ちも良い

結果となり、店舗の評価も高く、輸出実績は香港および亨イを合わせて20.6 t （対

前年比8.2 t増）に拡大しました。

6 県産ブランド牛肉等の海外輪出促進（再掲）

① 県産ブランド牛肉の新たな輸出先の開拓に向け、伊賀牛の台湾向け初輸出にあわせ、

台中市において、現地バイヤ一等を対象とする県産相日牛プロモーシヨン（ 9月）を開催

しました。
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② 県産ブランド牛肉等の香港等への販路定着を促進するため、現地インポ－?zーとの連

携による商談機会の創出（台湾・ 8月、 3月）など、輸出の継続 E 拡大に取り級む県内

畜産事業者のZ主体的な取組をサボ 卜しました。

7 ±fu理的表示 CGI ）保護制度の推進

地理約表示 CGi〕保護制度の推進を図るため、地域ブランド産品としての差別

化や知的財産の保護など登録のメリットについて周知！こ取り組むとともに、産地等

からの相談に対し助言等を行いました。

C今後の取組方向日：〉

① 東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とする県産農産物の販路拡大を図る

ため、首都匿を中心iこ情報発信力の高いラグジュアリ…ホテル等や富裕層をうZーゲッ

トとするプロモ ション活動を展開することで、県産農産物の評価や魅力向上につな

げます。

② 伊勢志摩サミットのレガシーを生かしながら、東京2020オリンピック圃パラリンピ

ックにおける食材等の需要に対して的確な供給が行えるよう、首都圏ケ－?zリング事

業者やホテルバイヤ一等を県内に招へいし、生産地視察のほか、生産者や食関連事業

者との商談会・交流会を開催し、食に関する事業者の機運醸成を図るとともに、首都

留での県産食材の魅力発信等に取り紹みます。

③ 農産農林水産物の総力発信や地産地消の促進に向けて、「第3次三重集金育推進言十

園」に基づく食育の推進や「みえ地物一番」キャンベーンの展開、ブランド化をめざ

す人材の育成、「三重ブランド」認定品の祭内外での PR等に取り組みます。

④ 果樹の輸出拡大に向け、各国の輸出検疫条件や海外ニーズに対応できる生産体制の

整備や、アジア経済圏での販路開拓に向けたプロモーション等を進めます。（再掲）

⑤ 輸出を見据えた売れる茶づくりに向け、「伊勢茶輸出プ口ジェクトJをはじめとし

た産地の取組を支援しながら、米国等に加え新たな需要先の開拓を進めます。また、

欧米でニーズの高い有機栽培茶の生産について、研修会を通じて生産者の取組意欲向

上を劉ります。（再掲）

⑥ 県産畜産物の輸出促進を図るため、アジア経済圏在主な?zーゲットに、県内畜産事

業者の主体的な輸出の実践につなげていくための商談機会の提供や隠談成立に向け

たサボ トなどに取り組みます。 （再掲）

⑦ 地理的表示（GI）保護制度の推進を図るため、引き続き、地域ブランド産品とし

ての差別化や知的財産の保護など登録のメリッ卜について周知に取り組むとともに、

産地等からの相談に対し助言等を行います。
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［基本事業N-3] イノベーシヨンを担う人づくり

ι空空事業の取量E方向
事業者間違携や、研究開発、ブランド化、 IC T （情報通信技術）の活用などの分野にお

いて、イノベーションの創出に取り組む中核的人材を育成するため、食の人材ネットワーク

「みえ農林水産ひと結び塾」によるワ クショッブや人材養成講座の開設等に取り組みます。

ム以票規男男L泳三；主

び

数
結

成
と

養
ひ

材

産

入
水

る

林

け
農

お

）

え

に

計

み

j

累

「

塾

（

事業者間連携、研究開発、ブランド化を促進する多様な人材の

確保や能力向上のために実施する「みえ農林水産ひと結び塾Jに

おける人材養成数（累計）

、買（療の義務主主興ぷ

醤標値

実績値

達成率

10人 20人 30人

令和元年度

（行動計麗

の自標）

40人

令和7年度

（基本計画

の目標）

10~ 人

平成27年度
｜平成28年度 i；平成2自年度 l平成30年度

（計画策定員寺）

10人 I 21人 I 35人
エオ ート ι ー 十五： ~三

100% I 100% I 100% 

~o 年度謀価

食の人材ネットワ ク構築に向けた築業種参加による fみえ農林水産ひと結び塾」の実施

等に取り組み、目標を達成しました。

農林水産資源を生かした商品やサービスの創出に向け、引き続き、イノベーションを先駆

的に進める人材の育成や多擦な人材をつなぐネットワークの構築に取り組みます。
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三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画
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